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応
募
増
に
繋
げ
て
い
る
こ
と

な
ど
が
報
告
さ
れ
た
︒
ま
た
︑

中
野
国
交
大
臣
か
ら
は
︑
荷

主
の
対
応
や
取
り
組
み
に
関

し
︑
改
善
を
望
む
点
に
つ
い
て

質
問
︒
牧
田
社
長
は
︑
ト
ラ
ッ

ク
ド
ラ
イ
バ
ー
が
な
か
な
か
休

息
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
点

に
言
及
し
た
上
で
︑
ト
ラ
ッ
ク

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
休
憩
施

設
の
整
備
を
求
め
た
︒

　

続
い
て
︑
石
破
総
理
が
坂
本

会
長
に
対
し
て
︑
さ
ら
な
る
賃

上
げ
を
確
保
し
て
い
く
た
め
に
︑

政
府
に
求
め
る
点
に
つ
い
て
質

問
︒
そ
れ
を
受
け
て
坂
本
会
長

は
︑
適
正
運
賃
・
料
金
収
受

に
向
け
た
環
境
は
徐
々
に
整
い

つ
つ
あ
る
も
の
の
︑
ト
ラ
ッ
ク
ド

ラ
イ
バ
ー
の
賃
上
げ
は
道
半
ば
︒

賃
上
げ
の
原
資
は
︑
荷
主
か
ら

収
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

確
実
な
賃
上
げ
に
向
け
て
︑
業

界
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い

く
︒
政
府
か
ら
も
引
き
続
き
強

力
な
後
押
し
を
お
願
い
し
た
い

　

こ
の
ほ
ど
開
催
さ
れ
た
車
座

形
式
で
の
意
見
交
換
会
は
︑
賃

上
げ
や
労
働
環
境
改
善
な
ど
︑

物
流
の
持
続
的
発
展
に
向
け
た

取
り
組
み
に
つ
い
て
︑
石
破
総

理
と
意
見
交
換
を
行
い
︑
さ
ら

な
る
物
流
効
率
化
や
︑
賃
上
げ

・
価
格
転
嫁
の
促
進
に
向
け
た

政
策
展
開
に
繋
げ
て
い
く
こ
と

を
目
的
に
実
施
さ
れ
た
︒

　

政
府
側
か
ら
は
︑
石
破
総
理

の
ほ
か
︑
赤
澤
新
し
い
資
本
主

義
担
当
大
臣
︑中
野
国
交
大
臣
︑

古
賀
友
一
郎
経
済
産
業
副
大

臣
︑
橘
慶
一
郎
内
閣
官
房
副
長

官
︑
青
木
一
彦
内
閣
官
房
副
長

官
︑
矢
田
稚
子
内
閣
総
理
大
臣

補
佐
官
︑
古
谷
一
之
公
正
取
引

委
員
会
委
員
長
︑
鶴
田
浩
久
国

土
交
通
省
物
流
・
自
動
車
局
長

が
出
席
︒
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界

側
か
ら
は
︑
坂
本
全
ト

協
会
長
︑
牧
田
信
良
㈱

マ
キ
タ
運
輸
代
表
取
締

役
（
宮
崎
県
ト
ラ
ッ
ク

協
会
会
長
）︑
松
岡
弘

晃
フ
ジ
ト
ラ
ン
ス
ポ
ー

ト
㈱
代
表
取
締
役
の
ほ

か
︑
ド
ラ
イ
バ
ー
代
表

と
し
て
︑加
藤
研
一
さ
ん

（
㈱
ボ
ル
テ
ッ
ク
ス
セ

イ
グ
ン
）
と
田
中
咲
衣

さ
ん
（
福
山
通
運
㈱
）

が
出
席
し
た
︒

　

会
で
は
冒
頭
︑
石
破

総
理
が
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ

ル
ワ
ー
カ
ー
で
あ
る
ト

ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の

賃
上
げ
︑
働
き
方
改
革

の
実
現
と
︑
安
定
的
か

つ
持
続
的
な
物
流
の
確

保
に
向
け
た
取
り
組
み

を
さ
ら
に
推
進
し
て
い

く
必
要
が
あ
る

と
あ

い
さ
つ
︒
引
き
続
き
︑

赤
澤
新
し
い
資
本
主
義

担
当
大
臣
か
ら
︑
政

府
の
取
り
組
み
が
運
賃

や
ド
ラ
イ
バ
ー
の
給
与

の
上
昇
に
繋
が
っ
て
い

る
か
︑
ま
た
若
い
世
代

の
取
り
込
み
や
女
性
な

ど
の
多
様
な
人
材
の
獲

得
に
向
け
て
ど
の
よ
う

な
取
り
組
み
が
必
要

か
な
ど
の
質
問
が
な

さ
れ
た
︒
牧
田
社
長
か

ら
は
︑
生
産
者
が
使

用
す
る
肥
料
や
飼
料
︑

農
業
資
材
等
も
高
騰
し

て
お
り
︑
価
格
交
渉
を

す
る
環
境
に
な
っ
て
い

な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ

た
ほ
か
︑
松
岡
社
長
か

ら
は
︑
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活

用
や
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に

提
出
す
る
求
人
票
を
丁

寧
に
記
入
す
る
こ
と
︑

ま
た
自
社
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
作
り
込
み
な
ど
で

と
力
強
く
述
べ
た
︒

　

最
後
に
石
破
総
理
は
︑
ド

ラ
イ
バ
ー
の
皆
様
が
賃
上
げ
を

実
感
で
き
る
よ
う
に
︑
今
後
も

政
府
と
し
て
物
流
の
常
識
を
根

本
か
ら
変
え
て
い
く
た
め
の
施

策
に
迅
速
に
取
り
組
ん
で
い
く
︒

業
界
の
皆
様
に
お
か
れ
て
は
︑

荷
主
と
の
果
敢
な
運
賃
・
料
金

交
渉
を
行
い
︑
確
実
な
賃
上
げ

を
勝
ち
取
っ
て
い
た
だ
き
た
い

と
︑
業
界
に
対
し
エ
ー
ル
を
送

っ
た
︒

坂本会長（左）をはじめとするトラック運送業界の経営者、ドライバーと石破総理（左から6人目）らが物流の持続的発展に向けて活発な意見交換
を行った（3月14日、総理大臣官邸）

坂本　克己
全ト協会長

古谷　一之
公正取引委員会委員長

田中　咲衣
福山通運㈱ ドライバー

橘　慶一郎
内閣官房副長官

石破　茂
内閣総理大臣

牧田　信良
㈱マキタ運輸代表取締役

中野　洋昌
国土交通大臣

矢田　稚子
内閣総理大臣補佐官

加藤　研一
㈱ボルテックスセイグン ドライバー

鶴田　浩久
国交省物流・自動車局長

赤澤　亮正
新しい資本主義担当大臣

松岡　弘晃
フジトランスポート㈱代表取締役

石破総理　革新的な物流政策で業界の活性化を図る!!
坂本会長 確実な賃上げの原資確保のため大胆な施策を模索!!

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
坂
本
克
己
会
長
は
、
３
月
14
日
に
総
理
大
臣
官
邸
で
開
催
さ

れ
た
「
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
等
と
の
車
座
」
に
出
席
し
、
石
破
茂
内
閣
総
理
大
臣
や
赤

澤
亮
正
新
し
い
資
本
主
義
担
当
大
臣
、
中
野
洋
昌
国
土
交
通
大
臣
ら
と
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ

バ
ー
の
賃
上
げ
や
労
働
環
境
改
善
な
ど
物
流
の
持
続
的
発
展
に
向
け
た
取
り
組
み
に
関
す

る
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　

坂
本
会
長
は
石
破
総
理
に
対
し
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
許
可
の
更
新
制
の
導
入
を
柱

と
し
た
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
改
正
に
向
け
て
協
力
を
強
く
要
請
し
た
上
で
、「
我

が
国
の
経
済
活
動
を
力
強
く
支
え
て
い
る
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
で
あ
る
ト
ラ
ッ
ク
ド

ラ
イ
バ
ー
の
皆
様
方
に
自
信
と
誇
り
を
も
っ
て
日
々
の
仕
事
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
け
る
よ

う
な
環
境
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
賃
上
げ
の
実
現
に
向
け
て
業
界
一

丸
で
取
り
組
ん
で
い
く
」
と
強
調
。
ま
た
、
政
府
に
対
し
て
、
確
実
な
賃
上
げ
の
実
現
に

向
け
た
強
力
な
後
押
し
を
要
請
し
た
。
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ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ニ
ュ
ー
ス
）

（
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ニ
ュ
ー
ス
）

関
係
閣
僚
に
対
し
物
流
革
新
実
現
に
向
け
て
指
示
を
出

し
た
石
破
総
理
（
中
央
、
首
相
官
邸
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ

り
）

　

政
府
は
３
月
14
日
︑
総
理
大
臣

官
邸
で
第
６
回
﹁
我
が
国
の
物
流

の
革
新
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会

議
﹂
を
開
催
し
た
︒

　

同
会
議
は
︑
我
が
国
の
社
会
経

済
の
変
化
に
迅
速
に
対
応
し
︑
荷

主
︑
事
業
者
︑
一
般
消
費
者
が
一

体
と
な
っ
て
我
が
国
の
物
流
を
支

え
る
環
境
整
備
に
つ
い
て
︑
政
府

一
体
と
な
っ
て
総
合
的
な
検
討
を

行
う
た
め
に
開
催
し
て
い
る
も
の
︒

今
回
は
︑
令
和
６
年
２
月
16
日
に

開
催
さ
れ
た
第
４
回
会
議
に
お
い

て
決
定
し
た
﹁
２
０
３
０
年
度
に

向
け
た
政
府
の
中
長
期
計
画
﹂
の

進
捗
状
況
に
つ
い
て
報
告
︒ま
た
︑

次
期
﹁
総
合
物
流
施
策
大
綱
﹂
の

策
定
に
向
け
た
対
策
等
に
つ
い
て

議
論
し
た
︒

　

石
破
茂
内
閣
総
理
大
臣
は
︑
今

回
の
議
論
を
踏
ま
え
︑
ト
ラ
ッ
ク

・
物
流
Ｇ
メ
ン
に
よ
っ
て
強
力
に

荷
主
等
へ
の
是
正
指
導
を
行
う
こ

と
や
︑
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
る
改

正
物
流
法
や
３
月
11
日
に
閣
議
決

定
し
た
下
請
法
改
正
法
案
を
契
機

に
︑
荷
主
等
に
対
す
る
一
層
の
価

格
転
嫁
・
取
引
適
正
化
を
推
進
す

る
こ
と
︑
ま
た
今
春
を
め
ど
に
︑

物
流
分
野
に
お
け
る
﹁
省
力
化
投

資
促
進
プ
ラ
ン
﹂
を
策
定
し
︑
荷

主
・
物
流
事
業
者
の
意
欲
的
な
取

り
組
み
を
後
押
し
す
る
こ
と
︑
２

０
３
０
年
ま
で
の
期
間
を
﹁
物
流

革
新
の
集
中
改
革
期
間
﹂
と
位
置

付
け
︑
中
長
期
計
画
の
見
直
し
を

反
映
し
た﹁
総
合
物
流
施
策
大
綱
﹂

の
策
定
に
向
け
早
急
に
検
討
を
行

う
こ
と
な
ど
を
指
示
し
た
︒

第
49
回
「 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
安
全
性
評
価
委
員
会
」

に
お
け
る
同
事
業
の
主
な
変

更
点
︑
実
施
概
要
︑
申
請
案

内
の
各
案
を
承
認
︒
２
０
２

５
年
度
の
申
請
概
要
は
︑
全

日
本
ト
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
上
で
４
月
25
日
ご
ろ
か
ら

公
開
予
定
と
し
た
︒
Ｗ
ｅ
ｂ

申
請
シ
ス
テ
ム
で
の
申
請
書

作
成
は
６
月
か
ら
可
能
で
︑

７
月
１
日
㈫
０
時
~
14
日
㈪

24
時
の
申
請
受
付
期
間
内
に

申
請
ボ
タ
ン
を
押
下
す
る
こ

と
で
受
付
が
完
了
︒
更
新
Ｂ

・
Ｅ
方
式
に
つ
い
て
は
︑
Ｗ

ｅ
ｂ
申
請
の
み
で
受
付
を
完

了
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

な
お
︑
新
規
申
請
や
更
新

Ａ
・
Ｃ
方
式
に
つ
い
て
は
︑

Ｗ
ｅ
ｂ
申
請
で
申
請
登
録

後
︑
従
来
通
り
挙
証
書
類
の

提
出
が
必
要
で
︑
７
月
１
日

㈫
~
14
日
㈪
（
土
・
日
曜
除

く
）
の
期
間
に
各
地
方
実
施

期
間
の
窓
口
へ
持
参
ま
た
は

郵
送
で
提
出
す
る
（
郵
送
希

望
の
場
合
は
７
月
14
日
㈪
必

着
）︒

　

３
月
18
日
︑
第
49
回
﹁
貨

物
自
動
車
運
送
事
業
安
全
性

評
価
委
員
会
﹂（
委
員
長
:

野
尻
俊
明
日
通
学
園
理
事

長
）
が
開
催
さ
れ
た
︒

　

議
事
で
は
ま
ず
︑
２
０
２

４
年
度
の
貨
物
自
動
車
運
送

事
業
安
全
性
評
価
事
業
に
関

す
る
弁
明
結
果
や
追
加
認

定
︑
再
評
価
の
実
施
状
況
に

つ
い
て
了
承
︒
こ
れ
に
よ
り
︑

同
日
時
点
で
の
Ｇ
マ
ー
ク
認

定
事
業
者
は
︑
２
万
９
１
４

２
事
業
所
（
前
年
度
比
０
・

６
ポ
イ
ン
ト
増
︑
全
事
業
所

数
の
34
・
０
％
）に
達
し
た
︒

　

続
い
て
︑
２
０
２
５
年
度

２
０
２
５
年
度
Ｇ
マ
ー
ク
制
度

実
施
概
要
等
を
承
認

第49回「貨物自動車運送事業安全性評価委員
会」（3月18日、全ト協）

第
４
回
「
ド
ラ
イ
バ
ー
の
社
会
的
評
価
の
向
上
に
係
る
検
討
委
員
会
」

る
と
と
も
に
︑
今
後
の
検
討

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
も
盛
り
込
ん

だ
︒
ま
た
︑
カ
ス
ハ
ラ
の
定

義
と
し
て
﹁
荷
主
等
か
ら
ド

ラ
イ
バ
ー
に
対
し
︑
そ
の
業

務
に
関
し
て
行
わ
れ
る
著
し

い
迷
惑
行
為
（
精
神
的
・
身

体
的
・
性
的
な
加
害
行
為
ま

た
は
正
当
な
理
由
が
な
い
過

度
な
要
求
そ
の
他
の
不
当
な

行
為
）
で
あ
っ
て
︑
就
業
環

境
を
害
す
る
も
の
﹂
と
し
︑

同
定
義
に
基
づ
き
事
例
・
実

態
な
ど
を
示
し
た
︒
カ
ス
ハ

ラ
対
策
の
枠
組
み
で
は
︑
カ

ス
ハ
ラ
を
想
定
し
た
事
前
の

準
備
と
し
て
︑
事
業
主
の
基

本
方
針
︑姿
勢
を
明
確
化
し
︑

従
業
員
へ
周
知
・
啓
発
を
行

う
こ
と
の
ほ
か
︑
従
業
員
の

た
め
の
相
談
対
応
体
制
の
整

備
な
ど
を
求
め
て
い
る
︒

　

同
委
員
会
で
は
︑
7
年
度

以
降
も
継
続
し
て
カ
ス
ハ
ラ

対
策
に
取
り
組
む
こ
と
と
し

て
い
る
︒

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は

3
月
17
日
︑
第
４
回
﹁
ド
ラ

イ
バ
ー
の
社
会
的
評
価
の
向

上
に
係
る
検
討
委
員
会
﹂（
松

田
直
樹
委
員
長
）
を
開
催
し

た
︒

　

第
４
回
目
と
な
る
今
回

は
︑
同
検
討
委
員
会
の
と
り

ま
と
め
案
に
つ
い
て
了
承
し

た
︒
同
と
り
ま
と
め
で
は
︑

①
ド
ラ
イ
バ
ー
に
対
す
る
カ

ス
ハ
ラ
の
定
義
︑②
同
事
例
︑

③
同
判
断
基
準
︑
④
カ
ス
ハ

ラ
対
策
の
基
本
的
な
枠
組

み
︑
⑤
ド
ラ
イ
バ
ー
の
社
会

的
評
価
の
向
上
に
係
る
取
り

組
み
︱
︱
に
つ
い
て
整
理
す

カ
ス
ハ
ラ
対
策
と
り
ま
と
め

７
年
度
以
降
も
継
続
し
て
対
応

第4回「ドライバーの社会的評価の向上に係る検
討委員会」（3月17日、全ト協）

　

私
は
常
々
︑
物
流
は
人
間

の
体
で
言
え
ば
血
液
そ
の
も
の

で
あ
り
︑
な
く
て
は
な
ら
な
い

大
変
重
要
な
位
置
付
け
と
発

言
し
て
き
た
︒
ま
た
︑
ト
ラ
ッ

ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
皆
様
は
︑
災

害
が
あ
っ
て
も
︑
リ
ス
ク
を
顧

み
ず
国
民
生
活
や
経
済
活
動

を
支
え
て
い
く
た
め
に
命
が
け

で
戦
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
﹁
エ

ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
﹂
そ

の
も
の
︒
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
に
ふ
さ
わ
し
い
賃
金
上

昇
︑
労
働
環
境
改
善
な
ど
︑

し
っ
か
り
法
的
に
保
障
す
る
よ

う
に
︑
先
日
︑
坂
本
会
長
か

ら
自
民
党
ト
ラ
ッ
ク
議
連
幹
部

の
皆
様
︑
公
明
党
ト
ラ
ッ
ク
議

連
幹
部
の
我
々
に
対
し
て
具
体

的
に
指
示
を
い
た
だ
き
︑
貨
物

自
動
車
運
送
事
業
法
の
改
正
︑

特
別
措
置
法
成
立
へ
着
手
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
公
明
党

を
挙
げ
て
邁
進
す
る
︒

　

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
は
︑

平
成
元
年
の
規
制
緩
和
に
よ

り
参
入
規
制
な
ど
が
緩
和
さ

れ
た
こ
と
か
ら
︑
過
当
競
争

に
よ
り
ド
ラ
イ
バ
ー
の
賃
金
が

全
産
業
平
均
に
比
べ
て
よ
り
低

い
状
況
と
な
っ
た
︒
今
後
︑
我

が
国
の
血
液
︑
動
脈
で
あ
る

輸
送
事
業
に
し
っ
か
り
と
対
応

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
自
民
党
ト
ラ
ッ
ク
議
連
と

し
て
も
︑﹁
更
新
制
の
導
入
﹂

な
ど
同
じ
問
題
意
識
を
し
っ
か

り
と
共
有
さ
せ
て
い
た
だ
き
な

が
ら
︑
皆
様
と
一
緒
に
議
論
を

深
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
︑
現

在
働
い
て
お
ら
れ
る
方
々
︑

事
業
を
さ
れ
て
い
る
方
々
が
安

心
し
て
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
取

り
組
ん
で
い
く
︑
同
時
に
︑
経

済
が
引
き
続
き
力
強
い
足
取

り
で
回
復
し
て
い
く
流
れ
を
︑

ぜ
ひ
一
緒
に
作
ら
せ
て
い
た
だ

き
た
い
︒

　

私
た
ち
の
﹁
命
と
暮
ら
し
﹂

を
守
り
︑そ
し
て﹁
日
本
経
済
﹂

を
支
え
て
い
る
ト
ラ
ッ
ク
運
送

業
界
︑
そ
し
て
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ

イ
バ
ー
の
皆
様
の
労
働
環
境
が

改
善
さ
れ
︑
そ
の
生
活
が
向

上
し
︑
同
時
に
日
本
経
済
が
い

っ
そ
う
発
展
し
て
い
く
た
め
の

昨
年
の
﹁
物
流
効
率
化
法
﹂

の
改
正
で
あ
り
︑
今
年
の
﹁
下

請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
﹂

の
改
正
で
あ
る
︒
ま
た
︑
貨

物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
改

正
と
特
別
措
置
法
の
成
立
に

向
け
て
︑
公
明
党
は
︑
先
頭

に
立
っ
て
頑
張
っ
て
い
く
︒

　

物
流
の
基
盤
が
し
っ
か
り
と

確
保
さ
れ
る
こ
と
が
︑
こ
れ
か

ら
の
日
本
経
済
の
発
展
に
繋
が

る
と
確
信
し
て
い
る
︒
ど
う
か

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
た
い
︒

　

３
月
４
日
︑
衆
議
院
本
会
議

に
お
い
て
︑
令
和
７
年
度
の
予

算
案
を
可
決
し
た
︒
こ
の
予
算

案
に
は
︑
成
長
と
発
展
へ
の
好

循
環
を
実
現
し
︑
国
民
生
活
の

安
心
・
安
全
を
守
る
重
要
な
政

策
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
ま

た
︑
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
の
発

展
に
資
す
る
対
策
も
盛
り
込
ん

で
い
る
︒
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界

が
切
望
す
る﹁
更
新
制
の
導
入
﹂

な
ど
に
つ
い
て
も
︑
党
と
し
て

積
極
的
に
対
応
し
て
い
き
た
い
︒

　

今
後
は
参
議
院
で
の
審
議
と

な
る
が
︑
年
度
内
成
立
に
向
け

物
流
調
査
会
が
一
丸
と
な
っ
て

早
期
の
成
立
を
目
指
す
︒

　

引
き
続
き
︑
安
定
し
た
政
治

基
盤
を
確
保
し
︑経
済
︑財
政
︑

地
方
創
生
な
ど
重
要
な
政
策
課

題
に
取
り
組
ん
で
い
く
︒
自
民

党
と
公
明
党
に
対
す
る
力
強
い

ご
支
援
︑
ご
協
力
を
賜
る
よ
う

よ
ろ
し
く
お
願
い
す
る
︒

斉
藤　

鉄
夫

　
　
　

公
明
党
代
表

森
山　

裕

　
　
　

自
由
民
主
党
幹
事
長

赤
羽　

一
嘉

　
　
　

公
明
党
ト
ラ
ッ
ク
議
員
懇
話
会
会
長

加
藤　

勝
信

　
　
　
自
由
民
主
党
ト
ラ
ッ
ク
輸
送
振
興
議
員
連
盟
会
長

政府　第６回「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」を開催政府　第６回「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」を開催

（ 令 和 7 年 3 月 ６ 日 開 催・第 一 ホ テ ル 東 京 ）

2030年までを「物流革新集中改革期間」と位置付け

全日本トラック事業政治連盟・政経懇談会来賓あいさつ（要旨）

第
63
回
「
物
流
政
策
委
員
会
」

（
案
）︑
⑥
物
流
の
２
０
２
４

年
問
題
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
︱

︱
に
つ
い
て
審
議
し
︑
原
案

通
り
承
認
し
た
︒

　

①
に
つ
い
て
は
国
土
交
通

省
物
流
・
自
動
車
局
物
流
政

策
課
の
廣
金
沙
季
子
物
流
渉

外
官
が
︑
②
に
つ
い
て
は
同

局
貨
物
流
通
事
業
課
の
松
木

拓
課
長
補
佐
が
説
明
︒
③
で

は
︑
２
月
か
ら
３
月
に
か
け

て
ブ
ロ
ッ
ク
説
明
会
が
開
催

さ
れ
た
こ
と
の
ほ
か
︑
４
月

以
降
︑
全
ト
協
︑
都
道
府
県

ト
ラ
ッ
ク
協
会
︑
北
海
道
各

地
区
ト
ラ
ッ
ク
協
会
の
主
催

で
同
説
明
会
を
実
施
す
る
こ

と
な
ど
を
報
告
し
た
︒

　

第
63
回
﹁
物
流
政
策
委
員

会
﹂（
馬
渡
雅
敏
委
員
長
）が
︑

３
月
11
日
に
開
催
さ
れ
た
︒

　

冒
頭
︑
馬
渡
委
員
長
の
あ

い
さ
つ
に
続
き
︑
議
事
と
し

て
︑
①
改
正
物
流
効
率
化
法

の
施
行
︑
②
改
正
貨
物
自
動

車
運
送
事
業
法
の
施
行
︑
③

物
流
改
正
法
の
周
知
︑
④
貨

物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
改

正
と
ト
ラ
ッ
ク
特
別
措
置
法

の
導
入
︑
⑤
令
和
７
年
度
事

業
計
画
お
よ
び
助
成
制
度

物
流
改
正
法
の
周
知
徹
底
に
向
け

説
明
会
を
実
施
へ

第63回「物流政策委員会」（3月11日、全ト協）
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ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ニ
ュ
ー
ス
）

（
ト
ラ
ッ
ク
協
会
ニ
ュ
ー
ス
）

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
官
公
庁
ニ
ュ
ー
ス
等
）

ニ
ュ
ー
ス
・
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
官
公
庁
ニ
ュ
ー
ス
等
）

～交通の教則編～

法令　　  クイズ
マル　 バツ

❶		警察官が行う指示が標識・標示によって示された交通の規制と違って
いるときは、標識・標示の指示が優先される。（	○・×	）

❷	 	仮運転免許を受けた者が練習のため普通自動車を運転するときは、そ
の車を運転することのできる第一種免許を2年以上受けている者や第
二種免許を受けている者などを横に乗せ、その指導を受けながら運転
しなければならない。（	○・×	）

❸	 	時速60キロでコンクリートの壁に激突した場合は、約10メートルの高
さから落ちたときと同じ程度の衝撃力を受ける。（	○・×	）

❹	 	環状交差点内を通行するときは、環状交差点内を通行する車、環状交
差点に入ろうとする車、歩行者などに気を配りながら、環状交差点の
状況に応じてできる限り安全な速度と方法で進行する。（	○・×	）

❺	雨の中を高速で走行すると、スリップを起こしたり、タイヤが浮い
て、ハンドルやブレーキが効かなくなる「スタンディングウェーブ
現象」が発生することがある。（	○・×	）

（解答は7面）

慣れない車は、事前の確認が大切！ 〔第13６回〕

　運転中の安全確認の徹底は、プロドライバーとして当たり前
のことです。しかし、普段運転していない車を運転する時に
は、普段と感覚が異なることから、運転中に限らず、様々な場
面での確認が大切になります。また、４月６日から15日まで
「春の全国交通安全運動」が実施されます。他者（車）の見本
となる運転を心掛けてください。

●休暇中、レンタカーでのヒヤリハット

Ａさん「休暇をもらって少し休んでいたけれど、昨日から仕事
に復帰したよ。休み中はいろいろありがとう」

Ｂさん「いやいや、そんなのはお互い様だよ。ところで、休暇中
はリゾート地で、趣味の仲間とサイクリングだったん
だって。しっかりリフレッシュはできたのかな」

Ａさん「仲間とのサイクリングはすごく楽しめて、しっかりリフ
レッシュできたんだ。ただ、職場での指導にも使えそ
うなヒヤリハットにも遭遇したんだ」

Ｂさん「そうなんだ。それでどんな場面だったの」
Ａさん「現地ではレンタカー２台で移動していたんだけど、そ

のヒヤリハットが起こったのは、レンタカーを返す前に
ガソリンスタンドに向かっている時。道路が少し渋滞
して止まっていたんだけど、前にいた仲間の車は、
ちょっと動いて急停止といった挙動をしたんだ。『あ
れっ』と思っていると、また少し進んで急停止してい
る。ドライバー仲間でもある同乗者も『なにかあった
んだろうか』と仲間の車（同乗者）に電話してみると、
『給油口の開閉スイッチの位置が分からなくて、それ
を探している』とのこと」

Ｂさん「それは危険だな。ちょっとしたはずみで追突事故だ
よ」

Ａさん「そうなんだ。それで同乗者は、『そんなことはガソリン
スタンドに着いてから、落ち着いてやればいい』とそ
のドライバーにアドバイスした。その後は危ないこと
はなく、僕たちは無事にガソリンスタンドに到着する
ことができたんだ」

●慣れない車両こそ、事前の確認を

Ｂさん「普段はあまり運転しない人なのかな」
Ａさん「そうなんだ。パニックとはいかないまでも、きっと焦っ

ていたんだと思う。でも、もしレンタカーを借りた時
点で各種スイッチの位置をしっかり確認していたら、
ヒヤリハットは起こらなかったと思う。ただ、僕たちで
も同じようなことがあるんじゃないかと思うんだ。例
えば、普段と違うトラックを運転していて、商店街の
看板や家の軒先、高架橋下に接触する事故が発生し
ている。こうした事故は運転前に、車高を確認すれば
防げると思うんだよね」

Ｂさん「確かにそうだね。車体を見て、普段運転している車と
どれくらい大きさが違うか確認して『いつも運転して
いる車とは違う』と意識するだけでも、運転が慎重に
なって、事故の予防に繋がるだろうね」

Ａさん「まさにそれ。いろんなところに学ぶべきものがあると
実感した休暇だったよ」

●「春の全国交通安全運動」が始まります

Ｂさん「休暇中も仕事のことに繋げるのはＡさんぽいね。とこ
ろで、来月早々の６日から『春の全国交通安全運動』
が始まるね」

Ａさん「今回の重点は、①こどもを始めとする歩行者が安全に
通行できる道路交通環境の確保と正しい横断方法の

実践、②歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根
絶やシートベルト・チャイルドシートの適切な使用の
促進、③自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘ
ルメット着用と交通ルールの遵守の徹底――だ」

Ｂさん「以前は、都市部でしか見られなかった特定小型原動機
付自転車も各地で見られるようになってきた。こうし
た新たなモビリティとの事故にも注意しないとな」

Ａさん「そうだね。僕たちがやることは、プロのドライバーとし
て他者（車）の模範となる運転をすること。そうすれ
ば、おのずと事故は防げる」

Ｂさん「そのためにも、運転中はもちろん、運転前の確認を忘
れずにね」

答え合わせ答え合わせ

まちがいさがしまちがいさがし
　『広報とらっく』2月1日号掲載の「まちがいさ
がし」の正解は、下記の30か所でした。正解者
の中から抽選で20名様に記念品をプレゼントし
ます。なお、当選者の発表は賞品の発送をもっ
て代えさせていただきます。多数のご応募あり
がとうございました。

日
︑令
和
６
年
度
第
２
回
﹁
自

動
車
運
送
事
業
安
全
対
策
検

討
会
﹂（
座
長
:
酒
井
一
博

︹
公
財
︺
大
原
記
念
労
働
科

学
研
究
所
主
管
研
究
員
）
を

開
催
し
た
︒

　

検
討
会
で
は
︑
最
近
の
交

通
事
故
発
生
状
況
（
関
連
別

項
）
と
︑
６
年
度
お
よ
び
今

後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
事

務
局
が
報
告
︒
今
後
重
視
す

べ
き
安
全
対
策
の
方
向
性
と

し
て
︑
①
運
行
中
も
含
め
た

運
行
管
理
の
高
度
化
︑
②
運

転
者
不
足
︑
運
転
者
の
高
齢

化
を
踏
ま
え
た
対
応
︑
③
運

転
者
の
行
動
変
容
︱
︱
が
示

さ
れ
た
︒

　

そ
の
後
︑
報
告
内
容
を
踏

ま
え
た
上
で
︑
出
席
委
員
に

よ
る
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
︒

 

ト
ラ
ッ
ク
物
流
問
題
で
オ
ン

ラ
イ
ン
説
明
会

４
月
25
日
に
２
回
開
催

　

国
土
交
通
省
は
４
月
25
日

（
10
時
︑
15
時
の
同
日
２
回

開
催
）︑
ト
ラ
ッ
ク
物
流
問

Ｈ
Ａ
Ｌ
Ｌ
＆
Ｃ
Ｏ
Ｎ
Ｆ
Ｅ
Ｒ

Ｅ
Ｎ
Ｃ
Ｅ 

Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ（
Ｈ

Ａ
Ｌ
Ｌ 

Ａ
）︒
会
場
・
オ
ン

ラ
イ
ン
い
ず

れ
の
参
加
も

事
前
登
録
制

で
︑
参
加
登

録
Ｕ
Ｒ
Ｌ（
二
次
元
コ
ー
ド
）

よ
り
４
月
11
日
㈮
ま
で
に
登

録
す
る
必
要
が
あ
る
︒

　

同
事
故
は
︑
同
日
３
時
26

分
頃
︑
大
型
ト
ラ
ッ
ク
が
東

名
高
速
道
路
の
第
1
通
行
帯

を
走
行
中
︑
渋
滞
の
車
列
に

追
突
し
た
も
の
︒
こ
の
事
故

に
よ
り
火
災
が
発
生
し
︑
合

計
４
人
が
死
亡
し
た
︒

　

報
告
書
で
は
事
故
原
因
と

し
て
︑
高
速
道
路
に
お
け
る

深
夜
時
間
帯
の
単
調
な
運
転

に
お
い
て
︑
眠
気
リ
ズ
ム
の

影
響
に
よ
り
覚
低
運
転
が
誘

発
さ
れ
︑
前
方
の
安
全
に
対

す
る
集
中
力
が
低
下
し
た
ほ

か
︑
眠
気
リ
ズ
ム
が
安
全
運

行
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に

関
す
る
事
業
者
・
運
行
管
理

者
の
指
導
不

足
な
ど
を
指

摘
︒
そ
の
上

で
︑
再
発
防

止
策
と
し
て
︑
眠
気
リ
ズ
ム

に
よ
り
高
ま
る
事
故
リ
ス
ク

の
周
知
な
ど
と
い
っ
た
指
導

監
督
の
徹
底
や
︑
運
行
管
理

の
徹
底
を
挙
げ
て
い
る
︒

　

な
お
︑
同
調
査
報
告
書
は

国
交
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
二

次
元
コ
ー
ド
）か
ら
閲
覧
可
能
︒

 

公
表
対
象
と
さ
れ
た
３
社

の
社
名
を
公
表

「
価
格
転
嫁
円
滑
化
の
取
組

に
関
す
る
特
別
調
査
」

　

公
正
取
引
委
員
会
は
３
月

14
日
︑﹁
令
和
６
年
度
価
格

転
嫁
円
滑
化
の
取
組
に
関
す

る
特
別
調
査
﹂
の
結
果
を
踏

ま
え
て
事
業
者
名
を
公
表
し

た
︒

　

公
取
委
で
は
︑
同
調
査
に

お
い
て
︑
取
引
価
格
が
据
え

置
か
れ
て
お
り
︑
事
業
活
動

へ
の
影
響
が
大
き
い
取
引
先

と
し
て
受
注
者
か
ら
多
く
名

前
が
挙
が
っ
た
発
注
者
に
対

し
て
︑
立
入
調
査
や
︑
独
占

禁
止
法
第
40
条
に
基
づ
く
報

告
命
令
等
に
よ
る
個
別
調
査

を
実
施
︒個
別
調
査
の
結
果
︑

相
当
数
の
取
引
先
に
つ
い
て

協
議
を
経
な
い
取
引
価
格
の

据
置
き
等
が
確
認
さ
れ
た
事

業
者
に
つ
い
て
は
︑
価
格
転

嫁
の
円
滑
な
推
進
を
強
く
後

押
し
す
る
観
点
か
ら
︑
独
禁

法
第
43
条
の
規
定
に
基
づ

き
︑
事
業
者
名
を
公
表
し
て

い
る
︒

　

今
回
の
公
表
で
は
︑
公
表

対
象
事
業
者
と
さ
れ
た
３
社

の
社
名
が
公
表
さ
れ
た
︒
公

取
委
で
は
︑
引
き
続
き
取
引

の
公
正
化
を
よ
り
一
層
推
進

題
に
関
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
説

明
会
を
開
催
す
る
︒今
回
は
︑

﹁
改
正
物
流
効
率
化
法
︑
貨

物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行

に
関
す
る
最
新
情
報
﹂︑﹁
標

準
的
な
運
賃
・
料
金
改
正
︑

標
準
運
送
約
款
改
正
に
つ
い

て
﹂︑﹁
ト
ラ
ッ
ク
運
送
の
原

価
計
算
︑
価
格
交
渉
（
運
賃

交
渉
）
ノ
ウ
ハ
ウ
・
事
例
紹

介
﹂︑﹁
各
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事

業
者
︑
荷
主
事
業
者
等
参
加

者
の
問
題
意
識
共
有
︒
取
組

み
紹
介
﹂
な
ど
の
情
報
や
︑

運
賃
交
渉
に
活
用
で
き
る
資

料
な
ど
も
提
供
す
る
と
し
て

い
る
︒

　

参
加
希
望
の
場
合
︑
参
加

用
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら

事
前
ア
ン

ケ
ー
ト
な

ど
に
回
答
す
る
こ
と
で
申
し

込
み
が
可
能
︒

 

自
動
運
転
の
国
際
ル
ー
ル
作

り
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
開
催

４
月
18
日
㈮

　

国
土
交
通
省
は
４
月
18
日

に
︑﹁
自
動
運
転
の
国
際
ル

ー
ル
作
り
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
﹂
を
開
催
す
る
︒

　

同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
︑

自
動
運
転
の
中
で
も
特
に
関

心
の
高
い
技
術
の
ひ
と
つ
で

あ
る
ロ
ボ
ッ
ト
タ
ク
シ
ー
の

実
用
化
に
向
け
た
各
国
の
現

状
と
課
題
︑
ま
た
技
術
開
発

の
取
り
組
み
に
係
る
最
新
動

 

「
飲
酒
運
転
防
止
イ
ン
ス
ト

ラ
ク
タ
ー
養
成
講
座
」
申

込
受
付

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ａ
Ｓ
Ｋ

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ａ

Ｓ
Ｋ
（
ア
ル
コ
ー
ル
薬
物
問

題
全
国
市
民
協
会
）
で
は
︑

令
和
７
年
度
﹁
飲
酒
運
転
防

止
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
養
成

講
座
﹂
の
申
し
込
み
を
4
月

か
ら
受
け
付
け
る
︒

　

同
講
座
は
︑
飲
酒
運
転
を

根
絶
す
る
た
め
︑
ア
ル
コ
ー

ル
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
や
︑

飲
酒
運
転
に
繋
が
る
飲
酒
習

慣
の
変
え
方
を
指
導
で
き
る

イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
を
養
成

す
る
も
の
で
︑
認
定
ま
で
の

流
れ
は
別
掲
の
通
り
︒

　

な
お
︑
Ｚ

ｏ
ｏ
ｍ
に
よ

る
オ
ン
ラ
イ

ン
研
修
﹁
公

向
を
欧
米
の
政
府
関
係
者
等

か
ら
紹
介
︒
さ
ら
に
︑
パ
ネ

ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
通
じ

て
︑
今
後
の
展
望
に
つ
い
て

議
論
す
る
︒

　

日
時
は
４
月
18
日
㈮
14
時

~
17
時
30
分
︒
会
場
お
よ
び

オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
開
催
（
参

加
費
無
料
）︒
会
場
は
︑
東

京
都
中
央
区
の
Ｔ
Ｏ
Ｄ
Ａ 

 

深
夜
の
眠
気
に
対
す
る
指

導
監
督
の
徹
底
等
を
運
送

事
業
者
に
求
め
る

事
故
調
報
告
書

　

国
土
交
通
省
は
３
月
21

日
︑
令
和
４
年
11
月
10
日
に

神
奈
川
県
厚
木
市
で
発
生
し

た
大
型
ト
ラ
ッ
ク
の
追
突
事
故

（
重
要
調
査
対
象
事
故
）
に

関
す
る
事
業
用
自
動
車
事
故

調
査
報
告
書
を
公
表
し
た
︒

開
ス
ク
ー
リ
ン
グ
﹂
は
︑
参

加
料
無
料
で
受
講
可
能
︒
詳

細
・
問
い
合
わ
せ
は
︑
同
協

会
（
☎
03
・
３
２
４
９
・
２

５
５
１
／
二
次
元
コ
ー
ド
）
ま

で
︒

　

国
土
交
通
省
は
３
月
14

日
︑
令
和
６
年
度
﹁
事
業
用

自
動
車
に
係
る
総
合
的
安
全

対
策
検
討
委
員
会
﹂（
委
員

長
:
野
尻
俊
明
流
通
経
済

大
学
名
誉
教
授
）
を
開
催
し

た
︒

　

国
交
省
で
は
︑
令
和
３
年

３
月
に
策
定
し
た
﹁
事
業
用

自
動
車
総
合
安
全
プ
ラ
ン
２

０
２
５
﹂
に
基
づ
き
︑
２
０
２

５
年
ま
で
に
事
業
用
自
動
車

の
交
通
事
故
に
よ
る
24
時
間

死
者
数
を
年
間
２
２
５
人
以

下
に
す
る
こ
と
や
︑
飲
酒
運

転
を
ゼ
ロ
に
す
る
な
ど
の
目

標
を
掲
げ
︑
関
係
者
一
丸
と

な
っ
て
事
故
防
止
対
策
等
に

取
り
組
ん
で
い
る
︒

　

同
委
員
会
で
は
︑
ま
ず
最

近
の
交
通
事
故
発
生
状
況
を

報
告
︒
５
年
中
に
発
生
し
た

事
業
用
自
動
車
の
交
通
事
故

件
数
は
２
万
３
６
０
６
件
で
︑

過
去
10
年
間
で
約
半
減
し
て

い
る
も
の
の
︑
直
近
数
年
間

は
横
ば
い
傾
向
に
あ
る
︒
５

年
の
各
モ
ー
ド
の
交
通
事
故

件
数
で
は
︑
ト
ラ
ッ
ク
は
１

万
４
１
７
３
件
と
︑４
年
（
１

万
４
３
８
３
件
）
と
比
較
し

て
減
少
し
て
い
る
︒一
方
で
︑

５
年
の
各
モ
ー
ド
の
交
通
事

故
死
者
数
は
︑
ト
ラ
ッ
ク
は

２
３
０
件
と
︑
４
年
（
２
０

１
件
）に
比
べ
て
増
加
し
た
︒

ま
た
︑
ト
ラ
ッ
ク
の
事
故
類

型
と
し
て
は
︑﹁
追
突
﹂
が

全
体
の
約
４
割
に
あ
た
る
５

７
９
０
件
発
生
︒
ト
ラ
ッ
ク

の
死
亡
事
故
類
型
と
し
て
は
︑

﹁
横
断
中
﹂
の
人
と
の
事
故

が
最
も
多
か
っ
た
︒続
い
て
︑

マ
イ
ナ
免
許
証運

用
開
始

読
取
ア
プ
リ
・
操
作

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
公
表

　

警
察
庁
は
３
月
12
日
︑
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
一
体

と
な
っ
た
免
許
情
報
を
読
取

・
表
示
す
る
ア
プ
リ
ケ
ー
シ

ョ
ン
と
そ
の
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル

を
公
表
し
た
︒

　

令
和
４
年
の
道
路
交
通
法

の
改
正
に
よ
り
︑
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
と
運
転
免
許
証

・
運
転
経
歴
証
明
書
の
一
体

化
に
関
す
る
規
定
が
整
備
さ

れ
︑
７
年
３
月
24
日
か
ら
全

国
で
運
用
が
開
始
さ
れ
た
︒

　

免
許
証
の
免
許
情
報
が
記

録
さ
れ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド（
マ
イ
ナ
免
許
証
）や
︑

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
な
ど

が
同
プ
ラ
ン
２
０
２
５
に
お

け
る
取
り
組
み
状
況
を
報
告

し
た
︒

　

そ
の
後
︑
令
和
８
年
度
か

ら
12
年
度
ま
で
の
５
か
年
に

お
け
る
次
期
﹁
事
業
用
自
動

車
総
合
安
全
プ
ラ
ン
﹂
策
定

に
向
け
て
議
論
︒
同
委
員
会

で
は
引
き
続
き
検
討
を
進

め
︑
８
年
３
月
に
開
催
を
予

定
し
て
い
る
第
３
回
同
委
員

 

「
運
行
管
理
の
高
度
化
」

な
ど
を
今
後
重
視
す
べ
き

安
全
対
策
に
掲
げ
る

令
和
６
年
度
第
２
回
「
自
動
車

運
送
事
業
安
全
対
策
検
討
会
」

　

国
土
交
通
省
は
３
月
11

会
で
次
期
プ
ラ
ン
を
決
定
す

る
予
定
︒

運
転
経
歴
証
明
書
の
運
転
経

歴
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
マ

イ
ナ
経
歴
証
明
書
）
の
保
有

者
は
︑﹁
マ
イ
ナ
免
許
証
読

み
取
り
ア
プ

リ
﹂（
二
次

元
コ
ー
ド
①

か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
能
）
を
イ
ン
ス
ト

ー
ル
し
︑
マ
イ
ナ
免
許
証
や

マ
イ
ナ
運
転
経
歴
証
明
書
に

記
録
さ
れ
た
情
報
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

マ
イ
ナ
免
許
証
に
関
す
る

詳
細
は
︑

警
察
庁
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ

（
二
次
元
コ

ー
ド
②
）
を
参
照
︒

職
場
の
熱
中
症
対
策
を

事
業
者
に
義
務
付
け
へ

改
正「
労
働
安
全
衛
生
規
則
」

６
月
か
ら
施
行

　

厚
生
労
働
省
は
３
月
12

日
︑
第
１
７
５
回
﹁
労
働
政

策
審
議
会
安
全
衛
生
分
科

会
﹂
を
開
催
し
︑
熱
中
症
対

策
を
罰
則
付
き
で
事
業
者
に

義
務
付
け
る
︑﹁
労
働
安
全

衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
案
﹂
要
綱
を
了
承
し

た
︒

　

職
場
で
の
熱
中
症
に
よ
る

死
者
数
は
︑
令
和
４
年
・
５

年
と
30
人
を
超
え
て
お
り
︑

職
場
に
お
け
る
熱
中
症
対
策

強
化
が
急
務
と
な
っ
て
い
た
︒

　

厚
労
省
で
は
︑
熱
中
症
の

お
そ
れ
が
あ
る
作
業
者
を
早

期
に
見
つ
け
︑
そ
の
状
況
に

応
じ
︑
迅
速
か
つ
適
切
に
対

処
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る

た
め
に
︑
労
働
安
全
衛
生
規

則
を
一
部
改
正
︒
事
業
者
に

対
し
︑
熱
中
症
の
お
そ
れ
が

あ
る
作
業
者
の
早
期
発
見
の

た
め
の
体
制
整
備
や
︑
重
篤

化
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置

の
実
施
手
順
の
作
成
︑
関
係

作
業
者
へ
の
周
知
を
義
務
付

け
る
︒

　

同
省
令
案
は
︑
４
月
上
旬

に
公
布
（
予
定
）︑
６
月
１

日
に
施
行
さ
れ
る
︒

す
る
観
点
か
ら
︑
適
正
な
価

格
転
嫁
が
可
能
と
な
る
取
引

環
境
を
整
備
す
る
た
め
の
取

り
組
み
を
進
め
て
い
く
こ
と

と
し
て
い
る
︒

大
阪
・
関
西
万
博
開
会
式
お

よ
び
関
連
行
事
で
交
通
規
制

4
月
11
日
・
12
日

　

大
阪
・
関
西
万
博
開
会
式

お
よ
び
関
連
行
事
の
開
催
に

伴
い
︑
４
月
11
日
㈮
・
12
日

㈯
の
２
日
間
︑
阪
神
高
速
道

路
や
大
阪
国
際
空
港
周
辺
︑

中
之
島
周
辺
や
万
博
会
場
周

辺
で
一
時
的
な
交
通
規
制
が

実
施
さ
れ
る
︒

　

規
制
日
時
・
場
所
の
詳
細

は
︑
大
阪
府

警
察
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
二

次
元
コ
ー
ド
）

を
参
照
︒

『
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ

ー
研
修
テ
キ
ス
ト
』
を
改
訂

法
改
正
等
に
伴
い

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で

は
こ
の
ほ
ど
︑﹃
事
業
用
ト
ラ

ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
研
修
テ
キ

ス
ト
﹄（
令
和
７
年
３
月
改
訂

版
）
を
全
ト
協
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
開
し
た（
会
員
専
用
）︒

　

同
テ
キ
ス
ト
は
︑
平
成
29

年
３
月
12
日
に
改
正
施
行
さ

れ
た
﹁
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
者
が
事
業
用
自
動
車
の
運

転
者
に
対
し
て
行
う
一
般
的

な
指
導
及
び
監
督
の
指
針
﹂

（
平
成
13
年
国
土
交
通
省
告

示
第
１
３
６
６
号
）
に
対
応

し
た
も
の
︒
今
般
︑
法
改
正

等
に
伴
い
︑
改
訂
版
を
制
作

し
た
︒
同
テ
キ
ス
ト
は
︑
全

10
分
冊
で
構
成
︒
な
お
︑
同

テ
キ
ス
ト
の
Ｐ
Ｄ
Ｆ
フ
ァ
イ

ル
を
開
く
際
に
は
︑
全
ト
協

会
員
ロ
グ
イ
ン
パ
ス
ワ
ー
ド

と
開
封
パ
ス
ワ
ー
ド
が
必
要
︒

　

な
お
︑
同
テ
キ
ス
ト
の
購

入
申
込
は
︑
日
本
貨
物
運
送

協
同
組
合
連
合
会
で
受
け
付

け
て
い
る
（
定
価
９
３
５
０

円
︑会
員
価
格
５
８
３
０
円
︒

税
込
・
送
料
別
）︒

４
月
か
ら
運
営
時
間
を
変
更

新
潟
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

　

新
潟
Ｔ
Ｓ
は
４
月
１
日
㈫

か
ら
︑
次
の
通
り
運
営
時
間

を
変
更
す
る
︒

▼ 

運
行
情
報
セ
ン
タ
ー
: 

平

日
９
時
~
17
時
（
土
・
日

曜
︑
祝
日
休
業
）

▼ 

コ
イ
ン
シ
ャ
ワ
ー
・
コ
イ
ン

ラ
ン
ド
リ
ー
:
平
日
９
時

~
16
時
30
分（
土
・
日
曜
︑

祝
日
休
業
）

Ｔ
Ｓ
（
ト
ラ
ッ
ク
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
）情
報

インストラクター認定までの流れ

申込受付
4 月 1 日受付開始
（申込方法：①メールフォーム、②申込用紙を FAX、③郵送――の
いずれか）

↓

ステップ１ 「飲酒運転防止通信スクール」受講
（3 回の添削、4 ～ 10 月ごろを目安に提出）

↓

ステップ２ 通信スクール修了者へ自主学習用マニュアル動画と DVD『知って得
する！アルコールの基礎知識』を配布。参加型研修の方法を自主学習

↓
※ Zoom によるオンライン研修「公開スクーリング」への参加（任意）

↓

ステップ 3 自主学習後、会社や地域等で参加型研修を実践し、3 月末までに「実
践報告シート」を提出

↓
認定書発行 実践報告シート審査後、認定証を発行

次
期
総
合
安
全
プ
ラ
ン
策
定
に

向
け
て
検
討
を
開
始

令
和
６
年
度
「
事
業
用
自
動
車
に
係
る

総
合
的
安
全
対
策
検
討
委
員
会
」
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運
送
契
約
の
範
囲
や
運
賃

・
料
金
の
明
確
化
を
図
る
た

め
︑
運
送
契
約
締
結
時
に
︑

運
送
サ
ー
ビ
ス
（
附
帯
業
務

等
も
含
む
）
の
内
容
や
そ
の

対
価
等
に
つ
い
て
記
載
し
た

書
面
の
交
付
が
義
務
付
け
ら

れ
ま
す
︒

︻
書
面
化
に
よ
る
ト
ラ
ッ
ク

事
業
者
の
メ
リ
ッ
ト
︼

① 

適
正
な
運
賃
・
料
金
の
収

受
② 

現
場
で
の
ト
ラ
ブ
ル
の
回
避

（
契
約
に
な
い
附
帯
業
務

の
防
止
等
）

待
機
時
間
料
（
30
分
~
）
や

積
込
料
・
取
卸
料
︑
燃
料
サ

ー
チ
ャ
ー
ジ
︑
有
料
道
路
利

用
料
な
ど
に
つ
い
て
︑
個
々

の
運
送
ご
と
に
契
約
の
範
囲

や
料
金
を
明
確
に
し
ま
し
ょ

う
︒

︻
書
面
交
付
の
方
法
︼

　

図
2
で
は
︑
交
付
書
面
の

一
例
を
挙
げ
て
い
ま
す
︒
な

お
︑
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一

例
で
あ
り
︑
法
定
事
項
が
網

羅
さ
れ
て
い
れ
ば
︑
既
存
の

も
の
や
メ
ー
ル
等
の
電
磁
的

方
法
で
も
可
能
で
す
︒
な
お
︑

電
磁
的
方
法
は
︑
契
約
の
相

手
方
が
書
面
交
付
を
電
磁
的

方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
を
承

諾
し
て
い
る
場
合
に
限
り
ま

す
︒

　

ま
た
︑交
付
し
た
書
面
は
︑

そ
の
写
し
を
1
年
間
保
存
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

対
し
て
︑
運
賃
・
料
金
に

つ
い
て
交
渉
を
し
た
い
旨

を
申
し
出
る
こ
と

③ 

委
託
先
の
ト
ラ
ッ
ク
事
業

者
が
再
委
託
を
行
う
場
合

に
関
し
︑
委
託
先
に
対
し

　

多
重
下
請
構
造
の
可
視
化

を
図
る
た
め
︑
元
請
事
業
者

に
対
し
︑
実
運
送
事
業
者
の

③ 

過
労
運
転
等
の
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
違
反
の
防
止

④ 

事
故
等
が
起
こ
っ
た
場
合

の
契
約
内
容
の
確
認

︻
書
面
交
付
の
種
類
︼

　

書
面
交
付
に
は
︑﹁
法
第

12
条
﹂
に
基
づ
く
も
の
と
︑

﹁
法
第
24
条
﹂
に
基
づ
く
も

の
が
あ
り
ま
す
（
図
1
）︒

・ 

真
荷
主
と
ト
ラ
ッ
ク
事
業

者
が
運
送
契
約
を
締
結
す

る
時
は
︑
相
互
の
書
面
交

付
（
法
第
12
条
）

・ 

ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
等
が
利

用
運
送
を
行
う
時
は
︑
委

託
先
へ
の
書
面
交
付
（
法

第
24
条
）

　

利
用
運
送
を
行
う
時
に
︑

委
託
先
へ
の
発
注
適
正
化

（
健
全
化
措
置
）
に
つ
い
て

努
力
義
務
が
課
さ
れ
る
と
と

も
に
︑
一
定
規
模
以
上
の
事

業
者
に
つ
い
て
は
︑
健
全
化

措
置
に
関
す
る
管
理
規
程
の

作
成
︑
管
理
者
の
選
任
が
義

務
付
け
ら
れ
ま
す
︒

︻
健
全
化
措
置
に
よ
る
ト
ラ

ッ
ク
事
業
者
の
メ
リ
ッ
ト
︼

① 

実
運
送
事
業
者
が
収
受
す

る
運
賃
・
料
金
の
適
正
化

に
繋
が
る

② 

実
運
送
体
制
管
理
簿
に
よ

る
下
請
構
造
の
可
視
化
と

て
︑
例
え
ば
﹁
２
以
上
の

段
階
に
わ
た
る
委
託
の
制

限（
再
々
委
託
の
制
限
）﹂

※１
等
の
条
件
を
付
す
こ
と

　

な
お
︑
図
3
で
は
︑
健
全

化
措
置
の
イ
メ
ー
ジ
を
示
し

て
い
ま
す
︒

︻
運
送
利
用
管
理
規
程
の
作

成
義
務
・
運
送
利
用
管
理
者

の
選
任
義
務
︼

　

一
定
規
模
以
上
（
前
年
度

の
利
用
運
送
量
が
１
０
０
万

㌧
以
上
※２
）
の
ト
ラ
ッ
ク
事

業
者
に
は
︑
次
の
義
務
が
課

名
称
や
請
負
階
層
等
を
記
載

し
た
実
運
送
体
制
管
理
簿
の

作
成
が
義
務
付
け
ら
れ
ま

さ
れ
ま
す
︒

① 

運
送
利
用
管
理
規
程
を
作

成
し
︑
国
土
交
通
大
臣
に

届
け
出
る
義
務

② 

運
送
利
用
管
理
者
を
選
任

し
︑
国
交
大
臣
に
届
け
出

る
義
務

　

運
送
利
用
管
理
規
程
の
必

要
項
目
︑
運
送
利
用
管
理
者

の
職
務
︑
届
出
期
限
は
︑

図
4
の
通
り
で
す
︒

※１
あ
く
ま
で
も
例
示
で
あ
り
︑

委
託
先
に
対
し
て
そ
の
他
の
条

件
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
対
応

し
て
も
問
題
な
い
（
例
:
﹁
再

委
託
を
行
う
場
合
は
︑
再
委
託

先
の
運
送
に
要
す
る
費
用
を
聞

き
取
る
場
を
設
け
た
上
で
申
し

込
み
を
す
る
こ
と
﹂
な
ど
）︒

※２
毎
年
提
出
し
て
い
る
事
業
実

績
報
告
書
の﹁
輸
送
ト
ン
数（
利

用
運
送
）・
全
国
計
﹂
の
欄
で

判
断
す
る
︒

す
︒
ま
た
︑
各
事
業
者
に
対

し
︑
実
運
送
体
制
管
理
簿
の

作
成
に
必
要
な
情
報
の
通
知

︻
交
付
書
面
の
記
載
事
項
︼

　

交
付
書
面
に
は
︑
次
の
事

項
を
記
載
し
ま
す
︒

① 

運
送
役
務
の
内
容
・
対
価

② 

運
送
契
約
に
荷
役
作
業
・

附
帯
業
務
等
が
含
ま
れ
る

場
合
に
は
︑
そ
の
内
容
・

対
価

③ 

そ
の
他
の
特
別
に
生
ず
る

費
用
に
係
る
料
金
（
例

:
有
料
道
路
利
用
料
︑

燃
料
サ
ー
チ
ャ
ー
ジ
な
ど
）

④ 

運
送
契
約
の
当
事
者
の
氏

名
・
名
称
お
よ
び
住
所

⑤ 

運
賃
・
料
金
の
支
払
方
法

⑥ 

書
面
の
交
付
年
月
日

　

書
面
化
に
あ
た
っ
て
は
︑

あ
い
ま
っ
て
︑
多
重
下
請

構
造
の
是
正
に
向
け
た
取

り
組
み
に
繋
が
る

︻
健
全
化
措
置
の
内
容
︼

　

利
用
運
送
を
行
う
際
に

は
︑
次
の
健
全
化
措
置
を
講

じ
る
努
力
義
務
が
課
さ
れ
ま

す
︒

① 

利
用
す
る
運
送
に
要
す
る

費
用
の
概
算
額
を
把
握
し

た
上
で
︑
そ
の
概
算
額
を

勘
案
し
て
利
用
の
申
し
込

み
を
す
る
こ
と

② 

荷
主
が
提
示
す
る
運
賃
・

料
金
が
①
の
概
算
額
を
下

回
る
場
合
︑
当
該
荷
主
に

1
運
送
契
約
締
結
時
の
書
面
交
付
義
務

運
送
契
約
の
範
囲
や
運
賃
・
料
金
を
明
確
化

運
送
契
約
の
範
囲
や
運
賃
・
料
金
を
明
確
化

適
正
運
賃
・
料
金
収
受
に
繋
げ
る

適
正
運
賃
・
料
金
収
受
に
繋
げ
る

2 

委
託
先
の
健
全
な
事
業
運
営
の
確
保
に
資
す
る
取
組
（
健
全
化
措
置
）

　
を
行
う
努
力
義
務
、
当
該
取
組
に
関
す
る
運
送
利
用
管
理
規
程
の
作
成

　
・
運
送
利
用
管
理
者
の
選
任
義
務

利
用
運
送
を
行
う
際
の
発
注
を
適
正
化

利
用
運
送
を
行
う
際
の
発
注
を
適
正
化

多
重
下
請
構
造
是
正
を
目
指
す

多
重
下
請
構
造
是
正
を
目
指
す

　

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
、「
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促

進
に
関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
」（
令
和
６
年
法
律
第
23
号
、
以
下
「
改
正
法
」）
が
順
次
施
行
さ
れ
ま

す
。

　

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
改
正
は
、
多
重
下
請
構
造
の
是
正
に
向
け

た
取
り
組
み
に
繋
げ
る
と
と
も
に
、
実
運
送
事
業
者
の
適
正
運
賃
収
受
を

図
る
た
め
、
主
に

―
―
な
ど
に
つ
い
て
規
定
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
７
年
４
月
１

日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
国
土
交
通
省
が
実
施
し
て
い
る
物
流
改
正

法
の
施
行
に
つ
い
て
の
説
明
会
資
料
を
基
に
、
運
送
事
業

者
が
取
り
組
む
べ
き
内
容
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

な
お
、
同
資
料
は
、
国
交
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
Ｈ
Ｐ
）「
改
正
貨
物
自
動

車
運
送
事
業
法
に
つ
い
て
」（
二
次
元
コ
ー
ド
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
同
Ｈ
Ｐ
で
は
、「
改
正
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
Ｑ
＆
Ａ
」
や
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
な
ど
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

①
運
送
契
約
締
結
時
等
の
書
面
交
付
義
務

② 

委
託
先
の
健
全
な
事
業
運
営
の
確
保
に
資
す
る
取
組
（
健
全

化
措
置
）
を
行
う
努
力
義
務
、
当
該
取
組
に
関
す
る
運
送
利

用
管
理
規
程
の
作
成
・
運
送
利
用
管
理
者
の
選
任
義
務

③ 

実
運
送
事
業
者
の
名
称
等
を
記
載
し
た
実
運
送
体
制
管
理
簿

の
作
成
・
保
存
義
務

図１

図２

「
運
送
契
約
締
結
時
の
書
面
交
付
」

「
実
運
送
体
制
管
理
簿
の
作
成
」な
ど
が
義
務
化

改
正
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法

改
正
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法

令
和
７
年
４
月
１
日
施
行

令
和
７
年
４
月
１
日
施
行

3
実
運
送
事
業
者
の
名
称
等
を
記
載
し
た
実
運
送
体
制
管
理
簿
の
作
成
・

　
保
存
義
務

実
運
送
事
業
者
の
請
負
階
層
等
を
明
確
に

実
運
送
事
業
者
の
請
負
階
層
等
を
明
確
に

多
重
下
請
構
造
を
可
視
化
す
る

多
重
下
請
構
造
を
可
視
化
す
る
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全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
が
要
望

す
る﹁
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
﹂

の
一
部
改
正
に
向
け
て
の
動
き
が

始
ま
っ
た
︒
与
党
が
議
員
立
法
に

よ
る
法
改
正
に
積
極
的
に
対
応
︒

野
党
も
基
本
的
に
は
賛
成
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
︒

　

２
月
１
日
号
の
当
コ
ラ
ム
で
事

業
許
可
更
新
制
と
適
正
競
争
に
つ

い
て
書
い
た
が
︑
読
者
の
反
応
は

前
向
き
な
も
の
が
多
か
っ
た
︒特
に

﹁
資
格
﹂
と
﹁
資
質
﹂
に
つ
い
て
︑

あ
る
事
業
者
は
﹁
面
白
い
発
想
で

参
考
に
な
っ
た
﹂と
話
し
て
い
た
︒

　

一
方
︑﹁
な
ぜ
更
新
制
が
必
要

な
の
か
﹂
と
か
︑﹁
反
対
だ
﹂
と

い
う
人
も
い
た
︒
な
ぜ
更
新
制
が

必
要
か
と
い
う
点
で
は
︑
残
念
な

が
ら﹁
資
格
﹂が
あ
っ
て
も﹁
資
質
﹂

が
伴
わ
な
い
事
業
者
が
い
る
か
ら

だ
︒
例
え
ば
︑
劣
悪
な
条
件
で
ド

ラ
イ
バ
ー
を
働
か
せ
︑
低
運
賃
を

提
示
し
て
仕
事
を
請
け

る
な
ど
︑
不
適
正
な
競

争
を
す
る
事
業
者
で
あ

る
︒﹁
不
適
正
競
争
は

業
界
全
体
の
取
引
条
件

の
低
下
に
繋
が
る
︒
ま

た
︑
事
故
の
原
因
に
な

る
過
労
運
転
な
ど
で
荷

主
に
も
迷
惑
を
か
け
︑

ひ
い
て
は
業
界
の
社
会

的
評
価
を
下
げ
る
﹂︒﹁
資
格
﹂

に
ふ
さ
わ
し
い
﹁
資
質
﹂
が
伴

っ
た
事
業
者
同
士
の
﹁
適
正
競

争
﹂
に
よ
っ
て
生
産
性
の
高
い

経
営
を
実
現
し
︑
サ
ー
ビ
ス
レ

ベ
ル
を
引
き
上
げ
る
こ
と
が
利

用
者
の
利
便
性
の
向
上
に
な

る
︒結
果
的
に
︑

ト
ラ
ッ
ク
運
輸

産
業
と
し
て
の

社
会
的
評
価
も

高
ま
る
︒

　

ま
た
︑
事
業

許
可
更
新
制
に

反
対
す
る
人
が

反
対
理
由
と
し

て
挙
げ
る
の
は
︑

﹁
国
家
資
格
の

取
得
者
に
対
す

る
更
新
制
は
ほ

と
ん
ど
な
い
﹂︑

と
い
う
点
だ
︒

だ
が
︑
そ
の
場

合
に
想
定
し
て

い
る
の
は
︑
ほ
と

ん
ど
が
個
人
で
取
得
す
る
﹁
資

格
﹂
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
個
人

の
﹁
資
格
﹂
で
も
︑
例
え
ば
パ

イ
ロ
ッ
ト
は
２
年
に
１
回
以
上

の
特
定
操
縦
技
量
審
査
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
な
か
で

も
エ
ア
ラ
イ
ン
の
機
長
は
半
年

ご
と
︑
副
操
縦
士
は
１
年
ご
と
に

実
技
試
験
と
身
体
検
査
を
受
け
︑

不
合
格
に
な
る
と
再
検
査
で
合
格

す
る
ま
で
乗
務
で
き
な
い
︒
だ
が
︑

た
い
て
い
の
個
人
の
﹁
資
格
﹂
は

更
新
制
に
な
っ
て
い
な
い
の
も
事

実
で
あ
る
︒

　

そ
れ
に
対
し
て
運
送
事
業
許
可

は
︑
ほ
と
ん
ど
が
法
人
に
与
え
ら

れ
た﹁
資
格
﹂で
あ
る
︒
個
人
の﹁
資

格
﹂
な
ら
︑
例
外
は
あ
っ
て
も
ほ

ぼ
﹁
資
質
﹂
が
伴
っ
て
い
る
と
考

え
て
よ
い
︒
だ
が
︑
運
送
事
業
許

可
は
ほ
と
ん
ど
が
法
人
へ
の
﹁
資

格
﹂
で
あ
り
︑
許
可
に
基
づ
く
サ

ー
ビ
ス
提
供
や
業
務
遂
行
は
法
人

に
所
属
す
る
個
々
人
が
行
う
︒

　

そ
の
た
め
﹁
資
格
﹂
と
﹁
資
質
﹂

が
分
離
す
る
︒
法
人
に
所
属
す
る

個
人
に
は
代
表
取
締
役
も
含
ま

れ
︑
代
表
者
の
﹁
資
質
﹂
が
法
人

全
体
に
大
き
く
影
響
す
る
︒
そ
こ

で
優
れ
た
代
表
者
は
︑
教
育
な
ど

で
﹁
資
格
﹂
と
﹁
資
質
﹂
が
乖
離

し
な
い
よ
う
に
努
め
る
︒
第
三
者

が
認
定
や
認
証
す
る
客
観
的
品
質

は
︑
社
内
的
に
は
﹁
分
離
﹂
の
歯

止
め
と
し
て
作
用
し
︑
利
用
者
に

は
事
業
者
の
判
断
材
料
に
な
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
事
業
許
可
更
新

制
は
﹁
資
格
﹂
の
ス
テ
ー
タ
ス
の

た
め
に
も
必
要
で
あ
る
︒

第
350
回

事業許可更新制の必要性を考える

　
　
　
　

︻
解
説
︼
ま
ず
︑
基
本
的
な
お
話
に
な

り
ま
す
が
︑
労
働
時
間
と
は
︑﹁
労
働

　

季
節
外
れ
の
大
雪
が
続
く
中
、
車

の
渋
滞
、
滞
留
な
ど
交
通
網
の
混
乱

が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
状
況
に
よ
っ

て
は
総
務
、
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー

な
ど
一
部
労
働
者
の
会
社
施
設
内
へ

の
泊
ま
り
込
み
態
勢
を
検
討
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、
総
務

担
当
者
ら
に
は
顧
客
か
ら
の
問
い
合

わ
せ
な
ど
緊
急
連
絡
の
た
め
の
電
話

当
番
と
し
て
待
機
し
な
が
ら
、
交
替

で
駐
車
場
や
倉
庫
の
見
回
り
を
し
て

も
ら
い
、
あ
と
の
者
は
食
事
、
仮
眠

・
睡
眠
等
を
含
め
自
由
に
過
ご
し
て

も
ら
う
つ
も
り
で
す
。
こ
の
よ
う
な

場
合
の
時
間
外
労
働
等
労
働
時
間

の
扱
い
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
し

ょ
う
か
。

 第298回 

大雪で会社に泊ま
り込んだ場合の
労働時間の扱いは

者
が
使
用
者
に
労
務
を
提
供
し
︑
使

用
者
の
現
実
的
な
指
揮
命
令
に
服
し

て
い
る
時
間
﹂
を
い
い
ま
す
︒

　

こ
の
た
め
︑
労
働
時
間
と
さ
れ
る
の

は
︑
労
働
者
が
使
用
者
の
支
配
下
に

あ
り
︑
実
際
に
指
揮
命
令
に
服
し
て
い

る
状
態
で
さ
え
あ
れ
ば
よ
く
︑
必
ず

し
も
現
実
に
精
神
や
肉
体
を
活
動
さ

せ
て
い
る
こ
と
ま
で
は
求
め
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
︒
し
た
が
っ
て
︑
使
用
者
の
命

令
が
あ
れ
ば
い
つ
で
も
作
業
が
で
き
る

状
態
で
待
機
し
て
い
る
時
間
は
︑
手

待
ち
時
間
と
し
て
労
働
時
間
に
な
り

ま
す
︒
一
方
︑出
勤
か
ら
退
勤
ま
で
の
︑

使
用
者
の
拘
束
下
に
あ
る
時
間
で
あ
っ

て
も
︑
労
務
の
提
供
の
た
め
の
指
揮
命

令
下
に
な
く
︑
労
働
か
ら
解
放
さ
れ

て
い
る
時
間
︑
例
え
ば
休
憩
時
間
な

ど
は
労
働
時
間
に
は
な
り
ま
せ
ん
︒

　

そ
こ
で
︑
ご
質
問
に
つ
い
て
検
討
す

る
と
︑
電
話
当
番
や
見
回
り
を
さ
せ

ら
れ
る
総
務
担
当
者
の
場
合
は
︑
随

時
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
顧
客
か
ら
の

緊
急
問
い
合
わ
せ
の
対
応
︑
あ
る
い
は

仮
眠
の
合
間
に
交
替
で
駐
車
場
︑
倉

庫
の
見
回
り
等
の
業
務
に
従
事
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
実
際
の
業

務
に
要
す
る
時
間
は
労
働
時
間
で
す

が
︑
同
時
に
こ
れ
ら
の
業
務
を
行
う

た
め
に
︑
会
社
施
設
内
に
泊
ま
り
込

む
こ
と
を
指
示
さ
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
︑

仮
眠
時
間
も
使
用
者
の
指
揮
命
令
下

に
置
か
れ
た
も
の
と
し
て
労
働
時
間
に

カ
ウ
ン
ト
さ
れ
ま
す
︒
こ
の
よ
う
な
い

わ
ゆ
る
﹁
不
活
動
仮
眠
時
間
﹂
に
つ
い

て
は
︑
ご
質
問
の
ケ
ー
ス
も
そ
う
で
す

が
︑実
作
業
に
従
事
し
て
い
な
く
て
も
︑

労
働
か
ら
の
解
放
が
保
障
さ
れ
て
い
な

い
場
合
は
労
働
基
準
法
の
労
働
時
間

に
当
た
る
︑
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
に

示
さ
れ
た
最
高
裁
判
所
の
判
断
で
す
︒

　

し
た
が
っ
て
︑
仮
に
始
業
時
刻
が
朝

８
時
で
︑
終
業
時
刻
が
夕
方
５
時
で

あ
れ
ば
︑
泊
ま
り
込
み
当
日
の
始
業

時
刻
か
ら
終
業
時
刻
ま
で
の
８
時
間

は
法
定
労
働
時
間
で
す
︒
そ
れ
以
降

は
時
間
外
労
働
に
な
り
ま
す
が
︑
行

政
解
釈
は
﹁
労
働
が
継
続
し
て
翌
日

ま
で
及
ん
だ
場
合
に
は
︑
翌
日
の
所

定
労
働
時
間
の
始
業
時
刻
ま
で
の
分

は
前
日
の
超
過
勤
務
時
間
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
る
﹂（
昭
和
28
年
３
月
︑
基

発
第
１
３
６
号
）
と
し
て
い
る
た
め
︑

夕
方
５
時
か
ら
翌
日
朝
の
始
業
８
時

ま
で
が
時
間
外
労
働
時
間
で
︑
さ
ら

に
そ
の
う
ち
︑
午
後
10
時
か
ら
午
前

５
時
ま
で
が
深
夜
労
働
時
間
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
︒

　

こ
れ
に
対
し
︑
総
務
担
当
者
以
外

の
者
の
場
合
は
︑
会
社
施
設
内
に
い
る

時
間
は
使
用
者
の
拘
束
下
に
あ
り
ま

す
が
︑
食
事
︑
仮
眠
等
を
含
め
自
由

に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と

で
す
し
︑
そ
も
そ
も
業
務
を
行
わ
な

い
わ
け
で
す
か
ら
︑
労
働
か
ら
解
放

さ
れ
て
い
る
状
態
と
い
う
こ
と
が
で
き
︑

休
憩
時
間
と
同
じ
よ
う
に
︑
労
働
時

間
に
は
な
り
ま
せ
ん
︒
具
体
的
に
は
︑

労
働
時
間
は
当
日
の
夕
方
５
時
ま
で

で
︑
も
し
仕
事
が
残
っ
て
い
れ
ば
そ
の

後
が
残
業
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
︒

Ａ�

業
務
を
命
じ
て
い
れ
ば
終

業
時
以
降
は
残
業
時
間
に

が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
︒

︻
実
運
送
体
制
管
理
簿
作
成

に
よ
る
ト
ラ
ッ
ク
事
業
者
の
メ

リ
ッ
ト
︼

① 

元
請
事
業
者
は
︑
真
荷
主

に
対
し
て
確
実
な
輸
送
実

績
等
を
説
明
で
き
る

② 

実
運
送
事
業
者
が
収
受
す

る
運
賃
・
料
金
の
適
正
化

に
繋
が
る

③ 

多
重
下
請
構
造
の
実
態
が

明
ら
か
に
な
り
︑
そ
の
是

正
に
向
け
た
取
り
組
み
に

繋
が
る

︻
実
運
送
体
制
管
理
簿
の
作
成
︼

　

元
請
事
業
者
は
︑
真
荷
主

か
ら
引
き
受
け
た
貨
物
の
運

送
に
つ
い
て
利
用
運
送
を
行

っ
た
時
は
︑
貨
物
の
運
送
ご

と
に
実
運
送
体
制
管
理
簿
を

作
成
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
︒
な
お
︑
引
き
受
け
た
貨

物
を
す
べ
て
自
社
で
実
運
送

す
る
場
合
は
作
成
不
要
で
す
︒

◆ 

実
運
送
体
制
管
理
簿
の
作

成
対
象

　

作
成
の
対
象
と
な
る
貨
物

の
重
量
は
︑
１
荷
主
の
１
運

送
依
頼
当
た
り
の
重
量
が
１

・
５
㌧
以
上
あ
る
場
合
で

す
︒
な
お
︑
こ
れ
は
実
運
送

す
る
際
の
重
量
で
は
な
く
︑

真
荷
主
か
ら
運
送
を
引
き
受

け
る
際
の
貨
物
の
重
量
で
判

断
し
ま
す
︒

◆ 

実
運
送
体
制
管
理
簿
の
記

載
事
項

① 

実
運
送
の
商
号
ま
た
は
名
称

② 

実
運
送
事
業
者
が
実
運
送

を
行
う
貨
物
の
内
容
お
よ

び
区
間

③ 

実
運
送
事
業
者
の
請
負
階

層

　

図
5
で
は
︑
実
運
送
体

制
管
理
簿
の
イ
メ
ー
ジ
を
示

し
て
い
ま
す
︒
既
存
の
配
車

表
を
活
用
す
る
な
ど
︑
事
業

者
の
取
り
組
み
や
す
い
形
で

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

ま
た
︑
電
磁
的
記
録
で
の
作

成
も
可
能
で
す
︒

　

な
お
︑
真
荷
主
は
元
請
事

業
者
に
対
し
︑
実
運
送
体
制

管
理
簿
の
閲
覧
請
求
が
で
き

ま
す
︒
ま
た
︑
下
請
構
造
が

固
定
化
し
て
い
る
場
合
に
は
︑

運
送
ご
と
に
実
運
送
体
制
管

理
簿
を
作
成
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
︒

　

実
運
送
体
制
管
理
簿
は
︑

運
送
を
完
了
し
た
日
か
ら
１

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
︒

︻
情
報
通
知
の
義
務
︼

　

実
運
送
体
制
管
理
簿
の
作

成
に
必
要
な
﹁
実
運
送
事
業

者
の
情
報
﹂
を
元
請
事
業
者

が
把
握
で
き
る
よ
う
に
す
る

た
め
︑
所
要
の
情
報
を
通
知

す
る
義
務
が
各
事
業
者
に
課

さ
れ
ま
す
︒

　

図
6
で
は
︑
実
運
送
体

制
管
理
簿
の
作
成
に
必
要
な

情
報
の
通
知
フ
ロ
ー
を
示
し

て
い
ま
す
︒

　

元
請
事
業
者
は
︑
そ
の
運

送
が
実
運
送
体
制
管
理
簿
の

作
成
対
象
で
あ
る
場
合
は
︑

運
送
委
託
を
行
う
際
に
︑
当

該
運
送
が
実
運
送
体
制
管
理

簿
の
作
成
対
象
で
あ
る
旨
を

確
実
に
委
託
先
へ
通
知
す
る

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
︒

＊

　

な
お
︑
改
正
内
容
の
詳
細

は
︑
国
交
省
Ｈ
Ｐ
で
公
表
し

て
い
る
﹁
改
正
貨
物
自
動
車

運
送
事
業
法

Ｑ
＆
Ａ
﹂（
二

次
元
コ
ー
ド
、

６
面
に
抜
粋

を
掲
載
）
等
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
︒

図３

図６

図４

図５
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問
１　

時
間
制
運
賃
の
場
合

で
も
︑
積
込
料
・
取
卸
料
を

運
賃
と
は
別
建
て
で
対
価
設

定
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
か
︒

答
１　

時
間
制
運
賃
の
場

合
︑
そ
の
時
間
内
に
行
わ
れ

る
積
込
み
・
取
卸
し
に
係
る

対
価
を
運
賃
に
包
含
さ
せ
る

こ
と
は
問
題
あ
り
ま
せ
ん（
別

建
て
に
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
）
が
︑そ
の
場
合
で
も
︑

積
込
み
・
取
卸
し
が
発
生
す

る
旨
は
書
面
に
明
記
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

問
２　
﹁
運
送
の
役
務
以
外
の

役
務
﹂
に
つ
い
て
は
︑
ど
こ

ま
で
細
分
化
し
て
記
載
す
る

︿
努
力
義
務
に
つ
い
て
﹀

問
６　

健
全
化
措
置
の
努
力

義
務
の
対
象
と
な
る
の
は
ど

の
よ
う
な
場
合
で
す
か
︒

答
６　

貨
物
自
動
車
運
送
事

業
者
等
が
他
の
貨
物
自
動
車

運
送
事
業
者
の
行
う
運
送
を

問
８　

実
運
送
体
制
管
理
簿

は
誰
が
作
成
す
る
の
で
し
ょ

う
か
︒

答
８　

真
荷
主
か
ら
貨
物
の

運
送
を
引
き
受
け
た
貨
物
自

動
車
運
送
事
業
者
（
=
元
請

事
業
者
）
が
作
成
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
︒
た
だ
し
︑
貨

物
軽
自
動
車
運
送
事
業
者
は

除
き
ま
す
︒

問
９　

元
請
事
業
者
以
外
の

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
に

実
運
送
体
制
管
理
簿
の
作
成

義
務
は
あ
り
ま
す
か
︒

答
９　

元
請
事
業
者
以
外
の

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
に

作
成
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん

が
︑
必
要
事
項
を
委
託
先
ま

た
は
元
請
事
業
者
へ
通
知
す

る
義
務
が
か
か
り
ま
す
︒

問
10　

実
運
送
体
制
管
理
簿

は
い
つ
か
ら
作
成
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
か
︒

答
10　

改
正
事
業
法
施
行
日

（
令
和
７
年
４
月
１
日
）
以

必
要
が
あ
り
ま
す
か
︒

答
２　

具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
作
業
を
行
う
必
要
が
あ
る

の
か
を
委
託
先
が
認
識
で
き

る
の
で
あ
れ
ば
︑
特
に
記
載

の
粒
度
は
問
い
ま
せ
ん
︒

問
３　

運
送
契
約
を
締
結
す

る
時
点
で
法
定
の
記
載
事
項

は
す
べ
て
網
羅
し
て
い
な
け

れ
ば
い
け
ま
せ
ん
か
︒

答
３　

運
送
契
約
締
結
時
に

未
定
の
事
項
が
あ
る
場
合

（
例
え
ば
︑
附
帯
業
務
の
有

無
な
ど
）︑
当
該
事
項
以
外

の
事
項
に
つ
い
て
書
面
交
付

を
行
い
︑
後
日
内
容
が
決
定

利
用
す
る
時
に
︑
当
該
他
の

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
の

健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た

め
の
措
置
（
健
全
化
措
置
）

を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
︒

問
７　

健
全
化
措
置
の
努
力

降
に
︑
元
請
事
業
者
が
委
託

先
に
運
送
依
頼
を
行
っ
た
も

の
か
ら
作
成
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
︒
例
え
ば
︑
基
本
契

約
が
施
行
日
よ
り
前
に
締
結

さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て

も
︑
運
送
依
頼
自
体
が
施
行

日
以
降
に
行
わ
れ
た
運
送
に

つ
い
て
は
︑
実
運
送
体
制
管

理
簿
の
作
成
対
象
と
な
り
ま

す
︒

問
11　

実
運
送
体
制
管
理
簿

は
い
つ
ま
で
に
作
成
す
れ
ば

よ
い
で
し
ょ
う
か
︒

答
11　

作
成
期
限
に
つ
い
て

具
体
的
な
定
め
は
あ
り
ま
せ

ん
が
︑
運
送
完
了
後
︑
遅
滞

な
く
作
成
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
で
す
︒
な
お
︑
例
え
ば

１
月
分
を
ま
と
め
て
当
該
月

の
末
日
や
翌
月
初
め
に
作
成

す
る
と
い
う
対
応
を
と
る
こ

と
に
つ
い
て
は
︑
特
に
問
題
な

い
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒

問
12　

実
運
送
体
制
管
理
簿

の
作
成
・
保
存
義
務
に
違
反

し
た
場
合
︑
罰
則
や
行
政
処

し
た
時
点
で
︑
そ
の
内
容
に

つ
い
て
記
載
し
た
書
面
を
別

途
交
付
す
る
と
い
う
対
応
を

と
る
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
あ

り
ま
せ
ん
︒
こ
の
場
合
︑
当

初
交
付
し
た
書
面
（
以
下
︑

﹁
当
初
書
面
﹂と
い
う
）
と
後

日
交
付
し
た
書
面
（
以
下
︑

﹁
後
日
書
面
﹂と
い
う
）
の
関

連
性
を
確
認
で
き
る
よ
う
に

し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
︒

ま
た
︑
後
日
交
付
す
る
書
面

に
つ
い
て
は
︑
遅
く
と
も
運

送
が
行
わ
れ
る
前
に
は
交
付

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒

問
４　

電
話
で
運
送
依
頼
を

行
い
︑
後
日
︑
書
面
を
交
付

す
る
方
法
で
も
問
題
な
い
で

す
か
︒

義
務
に
違
反
し
た
場
合
︑
罰

則
や
行
政
処
分
の
対
象
に
な

り
ま
す
か
︒

答
７　

健
全
化
措
置
の
努
力

義
務
に
つ
い
て
は
︑
元
請
事

業
者
等
の
主
体
的
な
取
組
を

促
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
た

め
︑
罰
則
や
行
政
処
分
は
設

け
て
お
り
ま
せ
ん
︒他
方
で
︑

分
の
対
象
と
な
り
ま
す
か
︒

答
12　

罰
則
は
あ
り
ま
せ
ん

が
︑
改
正
事
業
法
第
33
条
に

基
づ
く
行
政
処
分
の
対
象
と

な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
︒

問
13　

実
運
送
体
制
管
理
簿

に
係
る
通
知
義
務
違
反
に
違

反
し
た
場
合
︑
罰
則
や
行
政

処
分
の
対
象
と
な
り
ま
す
か
︒

答
13　

罰
則
は
あ
り
ま
せ
ん

が
︑
改
正
事
業
法
第
33
条
に

基
づ
く
行
政
処
分
の
対
象
と

な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
︒

問
14　

実
運
送
事
業
者
よ
り

通
知
が
来
な
か
っ
た
こ
と
で

実
運
送
体
制
管
理
簿
が
作
成

で
き
な
か
っ
た
場
合
︑
元
請

事
業
者
は
行
政
処
分
等
の
対

象
に
な
り
ま
す
か
︒

答
14　

通
知
の
不
備
に
よ
り

実
運
送
体
制
管
理
簿
が
作
成

で
き
な
か
っ
た
場
合
︑
一
義
的

に
は
通
知
の
不
備
の
原
因
を

発
生
さ
せ
た
者
（
=
通
知
を

滞
ら
せ
た
者
）
に
そ
の
責
任

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
︑

当
該
者
に
対
し
て
行
政
処
分

運
賃
・
料
金
を
不
当
に
据
え

置
く
な
ど
︑
違
反
原
因
行
為

を
し
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
事
業
者
に
つ
い

て
は
︑
ト
ラ
ッ
ク
・
物
流
Ｇ

メ
ン
に
よ
る
是
正
指
導
の
対

象
と
な
り
ま
す
︒

が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
︒
他
方
で
︑
実
運
送
事

業
者
か
ら
通
知
が
来
な
か
っ

た
場
合
で
も
︑
元
請
事
業
者

は
︑
実
運
送
事
業
者
お
よ
び

そ
の
請
負
階
層
の
把
握
に
取

り
組
ん
で
く
だ
さ
い
︒

問
15　

下
請
構
造
の
中
に
い

る
場
合
に
お
い
て
︑
委
託
者

か
ら
通
知
が
来
な
か
っ
た
た

め
に
伝
達
事
項
を
把
握
で
き

ず
︑
元
請
事
業
者
等
に
伝
達

事
項
を
通
知
で
き
な
か
っ
た

場
合
︑
行
政
処
分
の
対
象
に

な
り
ま
す
か
︒

答
15　

上
流
の
事
業
者
が
通

知
義
務
を
怠
る
等
し
て
通
知

を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
場
合

な
ど
︑
下
請
構
造
の
中
に
い

る
事
業
者
が
伝
達
事
項
を
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
︑

当
該
事
業
者
に
通
知
義
務
は

課
さ
れ
ま
せ
ん
（
改
正
事
業

法
第
24
条
の
５
第
４
項
た
だ

し
書
）
が
︑
こ
の
場
合
︑
通

知
義
務
を
怠
っ
た
上
流
の
事

業
者
に
対
し
て
︑
行
政
処
分

が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
︒

答
４　

電
話
で
運
送
依
頼
を

行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
︑
電

話
連
絡
後
︑
直
ち
に
書
面
を

交
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
︒
な
お
︑
電
話
連
絡
の
み

に
よ
る
運
送
依
頼
は
︑
書
面

交
付
義
務
違
反
と
な
り
ま
す
︒

問
５　

書
面
交
付
義
務
に
違

反
し
た
場
合
︑
罰
則
や
行
政

処
分
の
対
象
と
な
り
ま
す
か
︒

答
５　

罰
則
は
あ
り
ま
せ
ん

が
︑
貨
物
自
動
車
運
送
事
業

者
に
つ
い
て
は
改
正
事
業
法

第
33
条
に
基
づ
く
行
政
処
分

の
対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
︒
ま
た
︑
荷
主
に
つ
い

て
も
ト
ラ
ッ
ク
・
物
流
Ｇ
メ

ン
に
よ
る
是
正
指
導
の
対
象

と
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
︒

　

国
土
交
通
省
で
は
︑﹁
貨

物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安

全
規
則
﹂
を
改
正
（
令
和
６

年
10
月
１
日
公
布
︑
７
年
４

月
１
日
施
行
）
し
︑
業
務
記

録
に
お
け
る
荷
待
時
間
・
荷

役
作
業
等
の
記
録
義
務
の
対

象
と
な
る
車
両
に
つ
い
て
︑

﹁
車
両
総
重
量
８
㌧
以
上
ま

た
は
最
大
積
載
量
５
㌧
以
上

の
車
両
﹂
か
ら
﹁
全
車
両
﹂

へ
と
拡
大
し
ま
す
︒

　

改
正
の
目
的
は
︑
次
の
通

り
で
す
︒

①
改
正
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
法
（
６
年
５
月
公
布
）
に

よ
り
契
約
の
適
正
化
を
図
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
は

自
身
の
荷
待
時
間
・
荷
役
時

間
を
記
録
す
る
こ
と
で
︑
待

機
時
間
料
や
積
込
料
・
取
卸

料
な
ど
を
荷
主
か
ら
適
正
に

収
受
す
る
根
拠
と
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
︒

②
改
正
流
通
業
務
総
合
効
率

化
法
（
同
）
に
よ
り
︑
荷
主

に
荷
待
・
荷
役
時
間
の
短
縮

の
努
力
義
務
を
課
す
こ
と
と

な
り
ま
す
︒
荷
待
・
荷
役
時

間
を
把
握
で
き
な
い
荷
主
に

つ
い
て
は
︑
貨
物
自
動
車
運

送
事
業
者
に
確
認
を
と
る
こ

と
も
想
定
さ
れ
ま
す
の
で
︑

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
に

お
い
て
も
自
身
の
荷
待
・
荷

役
時
間
を
把
握
し
て
お
く
必

要
が
あ
り
ま
す
︒

︻
業
務
記
録
へ
の
記
載
例（
別

掲
）︼

　

記
載
に
つ
い
て
は
従
来
と

同
様
に
︑
荷
主
と
の
契
約
書

に
︑
実
施
し
た
荷
役
作
業
等

が
す
べ
て
明
記
さ
れ
て
い
る

場
合
は
︑
荷
役
作
業
等
に
要

し
た
時
間
の
合
計
が
１
時
間

以
上
と
な
っ
た
場
合
が
対
象

と
な
り
︑
ま
た
記
録
内
容
に

つ
い
て
荷
主
が
確
認
し
た
か
︑

あ
る
い
は
荷
主
の
確
認
が
得

ら
れ
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
も

記
録
対
象
と
な
り
ま
す
︒

　

荷
待
時
間
に
つ
い
て
も
︑

従
来
と
同
様
に
︑
荷
主
都
合

に
よ
り
30
分
以
上
待
機
し
た

時
は
記
録
対
象
と
な
り
ま
す
︒

　

ム
ダ
な
荷
待
時
間
を
減
ら

す
と
と
も
に
︑
荷
役
作
業
等

の
負
担
を
軽
減
し
︑
ト
ラ
ッ

ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
労
働
環
境

を
改
善
す
る
た
め
に
も
︑
記

録
対
象
と
な
る
荷
待
時
間
・

荷
役
作
業
等
が
発
生
し
た
場

合
は
︑
必
ず
﹁
業
務
記
録
﹂

に
記
載
し
︑
最
低
１
年
間
は

保
存
し
て
く
だ
さ
い
︒

改
正
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
Ｑ
＆
Ａ
（
抜
粋
）

改
正
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
Ｑ
＆
Ａ
（
抜
粋
）

業務 ※全車両対象

業務

国交省
荷待時間や荷役作業・附帯業務の「業務記録」への記録義務対象が全車両に拡大荷待時間や荷役作業・附帯業務の「業務記録」への記録義務対象が全車両に拡大

令和７年４月１日から全車両が記載対象に

【
①
書
面
交
付
関
係
】

【
②
健
全
化
措
置
関
係
】

【
③
実
運
送
体
制
管
理
簿
関
係
】
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※
解
答
は
、
次
号
に
掲
載
予
定
で
す
。
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町の中のサクラ見つけアプリ……!?

法令　　  クイズ
マル　 バツ

	〜交通の教則編〜
	 【解 答】3面に問題

❶	×（教則第1章第3節	警察官など
の指示に従うこと2）警察官が行う
指示が標識・標示によって示された
交通の規制と違っていても、警察官
の指示が優先される。
❷	×（教則第4章第2節	運転免許の
仕組み1-3）仮運転免許を受けた者
が練習のため普通自動車を運転す
るときは、その車を運転することの
できる第一種免許を3年以上受け
ている者や第二種免許を受けてい
る者などを横に乗せ、その指導を
受けながら運転しなければならな
い。
❸	×（教則第4章第5節	安全運転
に必要な知識など2-3）時速60キロ
でコンクリートの壁に激突した場合

は、約14メートルの高さから落ちた
ときと同じ程度の衝撃力を受ける。
❹	○（教則第5章第7節	交差点を通
行するときの注意1-2）環状交差点
に入ろうとするときや、環状交差点
内を通行するときは、環状交差点内
を通行する車、環状交差点に入ろう
とする車、歩行者などに気を配りな
がら、環状交差点の状況に応じて
できる限り安全な速度と方法で進
行しなければならない。
❺	×（教則第7章第2節	走行上の注
意2-5）雨の中を高速で走行すると、
スリップを起こしたり、タイヤが浮
いて、ハンドルやブレーキが効かな
くなる「ハイドロプレーニング現象」
が発生することがある。

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会

は
︑
中
央
交
通
安
全
対
策
会

議
交
通
対
策
本
部
決
定
の
令

和
７
年
春
の
全
国
交
通
安
全

運
動
推
進
要
綱
な
ら
び
に
国

土
交
通
省
策
定
の
同
実
施
計

画
に
基
づ
き
実
施
計
画
を
定

め
︑
各
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク

協
会
に
対
し
事
前
の
準
備
を

働
き
か
け
︑
４
月
６
日
㈰
か

　

実
施
に
あ
た
っ
て
は
︑
全

国
重
点
で
あ
る
﹁
子
供
を
始

め
と
す
る
歩
行
者
が
安
全
に

通
行
で
き
る
道
路
交
通
環
境

の
確
保
と
正
し
い
横
断
方
法

の
実
践
﹂︑﹁
歩
行
者
優
先
意

識
の
徹
底
と
な
が
ら
運
転
等

の
根
絶
や
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
・

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
適
切

な
使
用
の
促
進
﹂︑﹁
自
転
車

・
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転

車
利
用
時
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着

用
と
交
通
ル
ー
ル
遵
守
の
徹

底
﹂
に
留
意
し
︑
さ
ら
に
︑

事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
向
け
の
対

策
を
含
め
た
下
記
事
項
に
つ

い
て
積
極
的
に
取
り
組
む
︒

1
安
全
運
行
の
確
保

　

会
員
事
業
者
（
運
行
管
理

者
を
含
む
︒
以
下
﹁
事
業
者

等
﹂）
は
︑
運
転
者
に
対
し
︑

次
の
事
項
に
重
点
を
お
い
た

安
全
運
行
の
徹
底
に
つ
い
て

指
導
す
る
︒
特
に
︑
依
然
と

し
て
後
を
絶
た
な
い
事
業
用

ト
ラ
ッ
ク
に
よ
る
飲
酒
運
転

事
案
や
︑
事
故
の
約
半
数
を

追
突
事
故
が
占
め
︑
か
つ
︑

死
亡
・
重
傷
事
故
の
約
４
割

が
交
差
点
で
発
生
し
て
い
る

現
状
を
踏
ま
え
︑下
記
⑴﹁
飲

酒
運
転
の
根
絶
﹂︑
⑵
﹁
追

突
事
故
及
び
交
差
点
に
お
け

る
事
故
の
防
止
﹂
を
最
重
点

推
進
項
目
と
し
て
徹
底
す
る
︒

︻
最
重
点
推
進
項
目
︼

⑴
飲
酒
運
転
の
根
絶

　

近
年
の
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク

に
よ
る
飲
酒
事
案
の
急
増
を

踏
ま
え
︑
全
ト
協
が
作
成
し

た
﹁
飲
酒
運
転
防
止
対
策
マ

ニ
ュ
ア
ル
﹂
を
活
用
し
︑
運

転
者
等
に
対
す
る
ア
ル
コ
ー

ル
検
知
器
の
携
行
︑
酒
気
帯

び
の
有
無
の
測
定
方
法
及
び

測
定
結
果
の
確
実
な
報
告
等

に
つ
い
て
指
導
を
徹
底
す
る
︒

　

ま
た
︑
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ

バ
ー
へ
の
飲
酒
運
転
し
な
い

こ
と
の
宣
言
書
署
名
な
ど
︑

飲
酒
運
転
根
絶
に
向
け
た
事

業
者
等
と
連
携
し
た
取
り
組

み
強
化
を
図
る
︒

⑵ 

追
突
事
故
及
び
交
差
点
に

お
け
る
事
故
の
防
止

　

事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
に
お
け

る
死
傷
事
故
の
約
半
数
を
占

め
︑
高
速
道
路
で
は
６
割
強

を
占
め
る
﹁
追
突
事
故
﹂︑

及
び
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
が
第

１
当
事
者
と
な
る
死
亡
・
重

傷
事
故
の
約
４
割
を
占
め
る

﹁
交
差
点
事
故
﹂
を
防
止
す

る
た
め
︑
事
故
防
止
セ
ミ
ナ

ー
を
全
国
開
催
す
る
こ
と
に

よ
り
︑
交
通
事
故
実
態
に
即

し
た
運
転
者
へ
の
指
導
・
教

育
を
促
す
︒

　

ま
た
︑
事
故
防
止
に
有
効

な
安
全
装
置
の
普
及
等
に
よ

り
︑
追
突
事
故
防
止
及
び
交

差
点
に
お
け
る
事
故
防
止
の

徹
底
を
図
る
︒

︻
重
点
推
進
項
目
︼

⑶ 

子
供
を
始
め
と
す
る
歩
行

者
及
び
自
転
車
利
用
者
の

安
全
確
保
と
交
通
事
故
防

止

　

子
供
を
始
め
と
す
る
歩
行

者
及
び
自
転
車
利
用
者
の
傍

を
通
過
す
る
際
は
︑
十
分
に

速
度
を
落
と
す
な
ど
︑
思
い

や
り
の
あ
る
運
転
を
励
行
す

る
︒
ま
た
︑
横
断
歩
道
に
お

い
て
歩
行
者
を
優
先
す
る
よ

う
徹
底
す
る
︒

⑷ 

夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行

者
及
び
自
転
車
利
用
者
の

交
通
事
故
防
止

　

夕
暮
れ
時
と
夜
間
に
お
け

る
歩
行
中
及
び
自
転
車
乗
用

中
の
交
通
事
故
を
防
止
す
る

た
め
︑
前
照
灯
の
早
め
の
点

灯
と
︑
昼
間
よ
り
も
控
え
め

の
速
度
で
の
走
行
の
励
行
︑

交
差
点
通
過
時
に
お
け
る
車

両
周
辺
の
歩
行
者
等
の
安
全

確
認
の
励
行
を
徹
底
す
る
︒

⑸ 

携
帯
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の

使
用
禁
止
等
運
転
マ
ナ
ー

の
徹
底

　

乗
務
中
の
携
帯
電
話
に
よ

る
通
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

の
操
作
の
禁
止
に
つ
い
て
徹

底
を
図
る
と
と
も
に
︑
妨
害

運
転
（
い
わ
ゆ
る
﹁
あ
お
り

運
転
﹂）
の
悪
質
性
・
危
険

性
を
周
知
し
︑
そ
の
防
止
を

徹
底
す
る
︒

⑹ 

高
速
道
路
に
お
け
る
事
故

の
防
止

　

高
速
道
路
に
お
け
る
事
故

は
︑
高
速
道
路
に
入
り
１
時

間
以
内
に
多
く
発
生
し
て
い

る
た
め
︑
高
速
道
路
に
入
っ

た
後
は
可
能
な
限
り
早
い
段

階
で
休
憩
を
と
ら
せ
る
こ
と

と
す
る
他
︑
車
間
距
離
確
保

と
制
限
速
度
の
遵
守
等
︑
高

速
道
路
に
お
け
る
事
故
防
止

を
徹
底
す
る
︒

⑺
ト
レ
ー
ラ
事
故
の
防
止

　

全
ト
協
制
作
の
﹁
ト
レ
ー

ラ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹂
や
﹁
鉄

鋼
輸
送
に
携
わ
る
プ
ロ
運
転

者
・
管
理
者
用
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
﹂
等
を
活
用
し
︑
海
上
コ

ン
テ
ナ
の
固
定
方
法
や
鋼
材

の
固
縛
方
法
を
再
確
認
し
︑

横
転
や
荷
崩
れ
等
の
ト
レ
ー

ラ
事
故
の
防
止
を
図
る
︒

⑻
健
康
起
因
事
故
の
防
止

　

国
土
交
通
省
制
作
の
﹁
事

業
用
自
動
車
の
運
転
者
の
健

康
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
﹂
及
び

全
ト
協
が
制
作
し
た
﹁
ト
ラ

ッ
ク
事
業
者
の
た
め
の
健
康

起
因
事
故
防
止
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
改
訂
版
）﹂
等
に
基
づ
き
︑

点
呼
時
等
に
お
い
て
運
転
者

の
疲
労
︑
睡
眠
不
足
の
状
況

等
︑
健
康
状
態
の
確
認
を
徹

底
し
︑
体
調
急
変
に
伴
う
事

故
の
防
止
を
図
る
︒

⑼
過
労
運
転
等
の
防
止

　

事
業
者
等
は
︑運
転
者
に
︑

過
労
運
転
や
睡
眠
不
足
が
交

通
事
故
を
引
き
起
こ
す
恐
れ

が
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
︑

休
憩
又
は
睡
眠
の
た
め
の
時

間
及
び
休
息
の
た
め
の
時
間

が
十
分
確
保
さ
れ
る
よ
う
勤

務
時
間
及
び
乗
務
時
間
を
定

め
る
と
と
も
に
︑
運
行
管
理

者
に
対
し
て
は
運
行
経
路
︑

運
行
時
間
︑
休
憩
地
点
等
を

含
む
適
切
な
運
行
指
示
書
の

作
成
や
運
行
計
画
︑
並
び
に

乗
務
割
の
作
成
を
行
い
︑
点

呼
時
等
に
お
い
て
運
転
者
の

疲
労
︑睡
眠
不
足
の
状
況
等
︑

健
康
状
態
の
確
認
を
徹
底
す

る
よ
う
指
示
し
︑
過
労
運
転

や
睡
眠
不
足
に
よ
る
運
転
の

防
止
に
努
め
る
︒

⑽ 
「
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
ヒ
ヤ
リ
ハ
ッ
ト

集
」
を
活
用
し
た
安
全
意

識
の
高
揚

　

全
ト
協
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

に
掲
載
中
の
﹁
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
ヒ

ヤ
リ
ハ
ッ
ト
集
﹂
等
を
活
用

し
た
Ｋ
Ｙ
Ｔ
を
実
施
し
︑﹁
だ

ろ
う
運
転
﹂
か
ら
﹁
か
も
し

れ
な
い
運
転
﹂
を
心
掛
け
る

よ
う
徹
底
を
図
る
︒

2 

車
両
の
安
全
性
の
確
保

　

事
業
者
等
は
︑﹁
自
動
車

点
検
整
備
推
進
運
動
﹂
及
び

﹁
不
正
改
造
車
を
排
除
す
る

運
動
﹂を
積
極
的
に
推
進
し
︑

大
型
車
の
ホ
イ
ー
ル
・
ナ
ッ

ト
脱
落
等
に
よ
る
車
輪
脱
落

や
ス
ペ
ア
タ
イ
ヤ
落
下
に
よ

る
事
故
等
を
防
止
す
る
た

め
︑
車
両
の
日
常
点
検
及
び

定
期
点
検
の
確
実
な
実
施
に

努
め
る
と
と
も
に
︑
速
度
抑

制
装
置
（
ス
ピ
ー
ド
リ
ミ
ッ

タ
ー
）
の
解
除
等
不
正
改
造

の
防
止
を
徹
底
す
る
︒

　

特
に
︑
近
年
︑
大
型
ト
ラ

ッ
ク
の
車
輪
脱
落
事
故
が
相

次
い
で
い
る
た
め
︑
国
土
交

通
省
通
達
に
基
づ
く
緊
急
対

策
の
取
組
で
あ
る
﹁
大
型
車

の
車
輪
脱
落
事
故
防
止
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
﹂
な
ど
を
通
じ
︑

適
切
な
タ
イ
ヤ
脱
着
作
業
の

実
施
に
よ
り
車
輪
脱
落
事
故

防
止
対
策
の
徹
底
を
図
る
︒

3 

事
故
情
報
等
の
収
集
に
よ

る
安
全
意
識
の
高
揚

　

事
業
者
等
は
︑
全
ト
協
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
﹁
ト
ラ
ッ
ク
の
重
大

事
故
に
か
か
る
統
計
デ
ー

タ
﹂
や
︑
国
土
交
通
省
メ
ー

ル
マ
ガ
ジ
ン
﹁
事
業
用
自
動

車
安
全
通
信
﹂
等
を
活
用
す

る
こ
と
に
よ
り
事
業
用
自
動

車
の
重
大
事
故
発
生
状
況
︑

事
業
用
自
動
車
に
係
る
各
種

安
全
対
策
等
に
つ
い
て
の
情

報
収
集
に
努
め
︑
従
業
員
の

安
全
意
識
の
高
揚
を
図
る
︒

4
広
報
活
動
の
推
進

⑴ 

全
ト
協
並
び
に
各
都
道
府

県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
は
︑
ポ

ス
タ
ー
︑機
関
紙
（
誌
）︑

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
り
︑

﹁
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
の
交

通
事
故
ゼ
ロ
を
目
指
す

日
﹂
を
令
和
７
年
４
月
10

日
㈭
と
し
て
取
り
組
む
こ

と
と
併
せ
︑
本
運
動
の
主

旨
の
徹
底
を
図
る
︒

⑵ 

各
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協

会
及
び
事
業
者
は
︑
社
内

報
等
の
他
︑
ポ
ス
タ
ー
︑

垂
れ
幕
︑
立
て
看
板
等
の

掲
示
や
︑
運
行
管
理
者
及

び
運
転
者
を
対
象
と
す
る

講
習
会
等
の
開
催
に
努

め
︑
本
運
動
の
趣
旨
を
周

知
さ
せ
る
と
と
も
に
安
全

意
識
の
向
上
を
図
る
よ
う

働
き
か
け
る
︒

⑶ 

各
都
道
府
県
ト
ラ
ッ
ク
協

会
は
︑
子
供
や
高
齢
者
を

対
象
と
し
た
安
全
教
室
の

開
催
や
︑
一
般
市
民
を
対

象
と
し
た
交
通
安
全
イ
ベ

ン
ト
を
主
催
あ
る
い
は
共

催
す
る
な
ど
し
︑
地
域
に

お
け
る
交
通
安
全
の
啓
発

も
積
極
的
に
行
う
︒

ら
同
月
15
日
㈫
ま
で
の
期
間

中
︑
同
運
動
を
効
果
的
に
実

施
す
る
︒

　

ま
た
︑
国
の
﹁
交
通
事
故

死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日
﹂
が
令

和
７
年
４
月
10
日
㈭
で
あ
る

こ
と
を
受
け
︑
ト
ラ
ッ
ク
運

送
業
界
の
全
国
統
一
し
た
交

通
事
故
防
止
の
さ
ら
な
る
気

運
の
醸
成
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
﹁
事
業
用
ト
ラ
ッ
ク
の

交
通
事
故
ゼ
ロ
を
目
指
す

日
﹂
を
７
年
４
月
10
日
㈭
と

し
て
安
全
確
保
に
取
り
組
む
︒

　

な
お
︑
同
運
動
の
実
施
に

あ
た
っ
て
は
︑
依
然
と
し
て

後
を
絶
た
な
い
事
業
用
ト
ラ

ッ
ク
に
よ
る
飲
酒
運
転
事
案

や
︑
事
故
の
約
半
数
を
追
突

事
故
が
占
め
︑
か
つ
︑
死
亡

・
重
傷
事
故
の
約
４
割
が
交

差
点
で
発
生
し
て
い
る
現
状

を
踏
ま
え
︑
最
重
点
推
進
項

目
と
し
て
﹁
飲
酒
運
転
の
根

絶
﹂︑﹁
追
突
事
故
及
び
交
差

点
に
お
け
る
事
故
の
防
止
﹂

の
２
点
に
つ
い
て
徹
底
し
て

取
り
組
む
︒

　

な
お
︑
今
号
の
﹃
広
報
と

ら
っ
く
﹄で
は
︑令
和
７
年﹁
春

の
全
国
交
通
安
全
運
動
﹂
啓

発
ポ
ス
タ
ー
（
写
真
）
を
刷

り
込
む
と
と
も
に
︑﹁
事
業

用
ト
ラ
ッ
ク
の
交
通
事
故
ゼ

ロ
を
目
指
す
日
﹂
に
つ
い
て

の
チ
ラ
シ
（
別
掲
）
を
同
封

し
て
い
る
︒

追突・交差点事故ゼロを目指して追突・交差点事故ゼロを目指して

飲酒運転の根絶を目指して飲酒運転の根絶を目指して

出典：（公財）交通事故総合分析センター ※「死傷事故件数」および「死亡・重傷事故件数」は事業用貨物自動車を第１当事者とするもの（軽自動車を除く）

強強割割 は追突、は追突、

割近く割近く

左折時の9割近くは　　　　　左折時の9割近くは　　　　　
■交差点における死亡・重傷事故の状況■交差点における死亡・重傷事故の状況
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　「トラック事業における総合安全プラン２０２５」では令和７年度までの目標を設定し、「飲酒運転の根
絶」「追突事故の防止」「交差点事故の防止」を最重点推進項目として、トラック運送業界全体で安全運
行の確保に積極的に取り組んでいます。
　また、トラック運送業界における全国統一した交通事故防止活動のさらなる気運の醸成を図るため、
４月10日㈭を「事業用トラックの交通事故ゼロを目指す日」として取り組みます。

死傷事故の高速道路高速道路での

令和7（2025）年の目標値 ：
死者数と重傷者数の合計970人以下／飲酒運転ゼロ　　　　

うち

対歩行者対自転車

～ 依然として後を絶たない飲酒運転事故 ～～ 依然として後を絶たない飲酒運転事故 ～
11

22

春の全国交通安全運動

、右折時では8割近くが

2010 2011 2012

死者数＋重傷者数

出典：警察庁「交通事故統計」および（公財）交通事故総合分析センター「交通統計」

飲酒運転人身事故件数
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1,8041,804

1,7301,730 1,6771,677

1,5121,512
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飲酒運転人身事故件数（件）

1,4291,429
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6
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1,0241,024
1,1391,139 1,1371,137

急
増
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４月６日    ～１５日日 火 まで令和７年令和７年

は駐・停車中の車両への追突

■高速道路における死傷事故件数の状況

※

※直進には発進、追越・追抜、
　進路変更、その他を含む

大   型：25件　　　
中   型：   7 件
準中型：15件
普　通：   4 件

51
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中   型：  2 件
準中型：  1 件
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  5 件

9 76
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普   通：   3 件
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1861
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中   型： 11件
準中型：   7 件
普　通：   5 件

33
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件

件 件 件

件

件
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左折時衝突
0.1％

「追突」のうち「追突」のうち
高速道路での高速道路での

がが

67.3%67.3%
車両への追突車両への追突

駐・停車中の駐・停車中の

追越・追抜時
衝突
6.8％

後退時衝突
2.2％

人対車両 1.3％人対車両 1.3％

人対車両(その他)
 　　　　　　1.3％

 3.4車両単独 %

車両相互
（その他）
 6.９％ 

追 突
 62.1％
追 突
 62.1％

進路変更時衝突
17.3％

車両相互 95.4％

高速道路死傷事故件数
1,100件
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（令和5年）
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４月10日は事業用トラックの
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令和7年（2025年）3月25日 （８）第2256号（第3種郵便物認可）

安全運行のオアシス トラックステーション
全国23か所のトラックステーション（TS）は

トラックドライバーの安全運行を支える、

長距離運行に欠かせない

休憩施設です。

全国23か所のトラックステーション（TS）は

トラックドライバーの安全運行を支える、

長距離運行に欠かせない

休憩施設です。
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名称 所在地 電話番号 駐車
台数

❶ 札　幌 北海道札幌市厚別区厚別東 5 条 1-1-2　 011-897-9101 39

❷ 苫小牧 北海道苫小牧市ウトナイ北 11-11-33 0144-55-7491 63

❸ 仙　台 宮城県仙台市宮城野区苦竹 4-1-15 022-232-9336 39

❹ 白河の関 福島県西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針 15-1 0248-21-7167 45

❺ 茨　城 茨城県小美玉市西郷地字新田 1390 0299-48-3455 30

❻ 矢　板 栃木県矢板市乙畑 440-2　 0287-48-1919 46

❼ 大　宮 埼玉県さいたま市西区三橋 6-699-1 048-623-6815 41

❽ 東　神 神奈川県大和市上草柳 588 046-261-1100 97

❾ 新　潟 新潟県新潟市西区山田 196-1　 025-233-6961 52

� 金　沢 石川県金沢市千木町ル 21-1　 076-257-2755 56

� 浜　松 静岡県浜松市中央区流通元町 2-3 053-421-5311 116

� 名古屋 愛知県名古屋市港区藤前 3-601 052-303-2188 97

名称 所在地 電話番号 駐車
台数

� 亀　山 三重県亀山市小野町桜口 586-4 0595-82-3935 82

� 彦　根 滋賀県彦根市鳥居本町字むさ満 2337-1 0749-26-0156 45

� 大　阪 大阪府寝屋川市木屋元町 20-1 072-832-2362 80

� 奈良・針 奈良県奈良市針町 487-1　 0743-82-0622 60

� 岡　山 岡山県岡山市中区倉富 285-19 086-277-4055 37

� 尾　道 広島県尾道市高須町字才ケ久保 21193-3 0848-46-1882 37

� 三　次 広島県三次市西酒屋町船所 1468 0824-63-0025 30

� 北九州 福岡県北九州市小倉北区東港 1-3 093-581-5031 70

� 鳥　栖 佐賀県鳥栖市永吉町 617-1 0942-83-7035 48

� 諫　早 長崎県諫早市貝津町 1051-12 0957-26-8228 45

� 大　分 大分県大分市大字上戸次字宇土ノ口 6045-2 097-597-6233 43

※ 駐車台数は大型車とトレーラの台数の合計。なお、諫早TSは5台の中型車を含む。
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▼
外
部
団
体
の
会
議
が
都
内
千
代
田
区

神
田
で
開
催
さ
れ
︑
会
議
が
終
わ
り
職

場
に
戻
る
途
中
︑
少
し
遠
回
り
し
て
水

道
橋
方
向
に
足
を
延
ば
し
ま
し
た
︒
す

る
と
︑
先
ず
目
に
入
っ
た
の
は
︑
橋
の

袂
で
段
ボ
ー
ル
で
作
っ
た
ボ
ー
ド
を
両

手
で
掲
げ
て
い
る
40
代
と
覚
し
き
男

性
︒
見
る
と
︑
そ
の
ボ
ー
ド
に
は
﹁
チ

ケ
ッ
ト
を
ゆ
ず
っ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
黒

い
マ
ジ
ッ
ク
で
大
き
く
書
か
れ
て
お

り
︑
そ
れ
を
行
き
交
う
人
が
チ
ラ
チ
ラ

と
見
て
い
ま
し
た
︒
３
月
19
日
は
︑
米

大
リ
ー
グ
日
本
開
幕
戦
シ
リ
ー
ズ
﹁
ド

ジ
ャ
ー
ス
対
カ
ブ
ス
﹂
の
第
２
戦
で
し

た
︒
入
手
困
難
な
米
大
リ
ー
グ
開
幕
戦

の
プ
ラ
チ
ナ
チ
ケ
ッ
ト
を
︑
易
々
と
手

放
す
人
は
そ
れ
こ
そ
皆
無
で
し
ょ
う
︒

ド
ジ
ャ
ー
ス
の
青
い
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を

着
て
東
京
ド
ー
ム
に
向
か
う
人
達
の
波

に
圧
倒
さ
れ
︑
私
も
球
場
に
吸
い
込
ま

れ
て
行
く
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
感
じ
ま

し
た
︒
▼
そ
し
て
︑
暫
く
歩
く
と
有
名

私
立
大
学
が
左
右
に
見
え
て
き
ま
し

た
︒
今
日
が
卒
業
式
な
の
で
し
ょ
う

か
︒
男
子
学
生
は
み
な
紺
系
ス
ー
ツ

で
︑
女
子
学
生
の
半
数
以
上
は
大
正
ロ

マ
ン
の
行
灯
袴
姿
に
黒
い
ブ
ー
ツ
で
し

た
︒
明
治
初
期
に
お
け
る
女
子
教
育
の

先
駆
者
と
し
て
有
名
な
下
田
歌
子
女
史

に
よ
り
︑
通
学
時
・
学
習
時
に
効
率
的

な
服
装
と
し
て
考
案
さ
れ
︑
ブ
ー
ム
と

な
っ
た
女
子
学
生
の
﹁
袴
姿
﹂
は
︑
瞬

く
間
に
広
ま
っ
た
と
の
こ
と
で
す
︒
古

式
豊
か
で
カ
ラ
フ
ル
な
袴
姿
に
魅
入
ら

れ
ま
し
た
︒
晴
れ
て
こ
の
４
月
か
ら
社

会
人
と
な
る
彼
ら
の
前
途
に
対
し
て

﹁
幸
あ
れ
﹂
と
思
い
ま
し
た
︒
▼
ラ
ス

ト
シ
ー
ン
が
鮮
烈
な
記
憶
と
し
て
残
る

米
国
映
画
の
﹃
卒
業
﹄
は
︑
大
学
を
優

秀
な
成
績
で
卒
業
し
た
エ
リ
ー
ト
青
年

が
︑
将
来
に
不
安
を
抱
え
な
が
ら
年
上

女
性
と
逢
瀬
を
重
ね
た
末
に
︑
そ
の
女

性
の
娘
と
本
当
の
恋
に
落
ち
る
姿
を
描

き
︑
主
演
の
ダ
ス
テ
ィ
ン
・
ホ
フ
マ
ン

を
一
躍
ス
タ
ー
ダ
ム
に
押
し
上
げ
た
青

春
映
画
の
金
字
塔
で
す
︒
映
画
の
印
象

的
な
シ
ー
ン
に
効
果
的
に
流
れ
る
︑
サ

イ
モ
ン
と
ガ
ー
フ
ァ
ン
ク
ル
の
名
曲
の

数
々
は
︑
今
で
も
自
然
と
口
ず
さ
む
ほ

ど
で
す
︒
▼
卒
業
は
︑
何
も
学
生
に
特

化
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
永

年
勤
め
上
げ
た
職
場
を
後
に
し
て
︑
第

二
の
人
生
に
踏
み
出
す
の
も
同
様
で

す
︒
時
々
︑
浅
草
寺
裏
に
あ
る
夫
婦
２

人
で
営
む
居
酒
屋
に
集
ま
る
私
の
友
人

の
面
々
は
︑
第
二
の
人
生
を
謳
歌
す
る

者
︑
新
た
な
生
活
に
馴
染
め
な
い
者
と

そ
れ
は
千
差
万
別
で
す
︒
▼
映
画
﹃
卒

業
﹄
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
は
︑
教
会
で
結

婚
式
を
挙
げ
て
い
る
最
中
の
最
愛
の
女

性
エ
レ
ー
ン
を
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
が
奪
い

去
り
︑
丁
度
来
た
路
線
バ
ス
で
逃
げ
る

場
面
で
す
︒
満
面
の
笑
み
の
２
人
の
顔

が
︑
暫
く
す
る
と
前
途
に
不
安
を
抱
く

よ
う
な
顔
に
な
り
︙
︙
︒
前
途
洋
々
と

は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
が
︑
２
人
が
選

ん
だ
未
来
は
︑
真
っ
白
な
カ
ン
バ
ス
︒

こ
れ
か
ら
何
度
で
も
何
色
に
で
も
染
め

ら
れ
ま
す
！

 

（
山
崎　

薫
）
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報
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る
よ
う
な
会
社
に
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
の

考
え
か
ら
︑経
営
理
念
（W

e 
sm
ile, for sm

ile

）を
定
め
︑

同
理
念
の
実
現
に
向
か
っ
て

邁
進
し
て
い
く
と
い
う
企
業

風
土
を
構
築
︒
ま
た
︑
経
営

理
念
を
具
体
的
に
実
践
し
て

　

こ
の
研
修
会
は
︑
物
流
経

営
士
の
さ
ら
な
る
ス
キ
ル
ア

ッ
プ
と
︑
物
流
経
営
士
同
士

の
受
講
期
を
超
え
た
交
流
を

深
め
る
こ
と
を
目
的
に
実
施

し
て
い
る
も
の
︒
愛
知
県
ト

協
中
部
ト
ラ
ッ
ク
総
合
研
修

セ
ン
タ
ー
で
物
流
経
営
士
の

資
格
認
定
を
受
け
た
︑
第
５

期
か
ら
第
32
期
ま
で
の
修
了

生
63
人
が
参
加
し
た
︒

　

研
修
会
で
は
︑
ま
ず
全
ト

協
の
星
野
治
彦
役
員
待
遇
経

営
改
善
事
業
部
長
が
あ
い
さ

つ
し
︑そ
の
後
講
演
（
別
掲
）

　

物
流
経
営
士
に
よ
る
取
組

発
表
で
は
︑
発
表
者
の
古
瀬

友
幸
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
Ｂ
ａ
ｎ
ｋ
㈱

代
表
取
締
役
が
︑
運
送
事
業

者
に
お
け
る
情
報
発
信
と
採

　

研
修
会
終
了
後
に
は
交
流

会
が
開
か
れ
︑
青
木
均
愛
知

県
ト
協
副
会
長
が
あ
い
さ
つ
︒

﹁﹃
物
流
の
２
０
２
４
年
問

題
﹄
を
機
に
︑
運
送
事
業
者

と
荷
主
企
業
と
の
関
係
が
大

き
く
変
わ
っ
た
︒
今
後
︑
２

０
３
０
年
を
見
据
え
て
︑
荷

主
と
の
適
正
取
引
︑
多
重
下

と
物
流
経
営
士
に
よ
る
取
組

発
表
を
実
施
し
た
︒

用
手
法
に
つ
い
て
発
表
し
た
︒

　

平
成
26
年
に
創
業
し
た
同

社
は
︑﹁
人
材
を
採
用
で
き

る
会
社
に
す
る
た
め
に
は
︑

雇
用
し
た
人
材
が
定
着
で
き

請
構
造
の
解
消
な
ど
に
取
り

組
む
な
ど
し
て
︑
業
界
を
変

え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
坂
本
克
己
全
ト
協
会
長

は
︑﹃
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
と
し
て
日
夜
現
場
で
奮

闘
し
て
お
ら
れ
る
ト
ラ
ッ
ク

ド
ラ
イ
バ
ー
に
︑
夢
と
誇
り

を
も
っ
て
安
心
し
て
仕
事
に

取
り
組
ん
で
い
た
だ
け
る
よ

う
に
し
た
い
﹄
と
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
る
︒
坂
本
会
長
が
ド
ラ

イ
バ
ー
に
対
し
て
﹃
お
ら
れ

る
﹄
と
い
う
言
葉
を
使
う
の

は
︑
実
運
送
を
担
う
事
業
者

の
方
に
対
し
て
︑﹃
自
分
た

ち
が
日
々
我
が
国
の
産
業
を

支
え
て
い
る
﹄
と
い
う
実
感

を
も
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

い
う
願
い
か
ら
で
あ
る
︒ま
た
︑

﹃
実
運
送
事
業
者
が
適
正
運

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
で

は
令
和
６
年
度
か
ら
︑
こ
れ

ま
で
の
経
営
診
断
事
業
（
ス

テ
ッ
プ
１
・
２
）
に
運
賃
交

渉
実
施
支
援（
ス
テ
ッ
プ
３
）

を
追
加
し
た
﹁
経
営
診
断
・

経
営
改
善
支
援
・
運
賃
交
渉

支
援
事
業
﹂
を
開
始
し
た
︒

私
も
中
小
企
業
診
断
士
と
し

て
︑
本
事
業
（
ス
テ
ッ
プ
１

い
く
た
め
の
２
０
３
０
年
ビ
ジ

ョ
ン
﹁
日
本
一
笑
顔
あ
ふ
れ

る
物
流
企
業
へ
﹂を
制
定
し
︑

﹁
い
い
会
社
﹂
づ
く
り
へ
の

活
動
を
行
う
４
つ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
か
ら
な
る
﹁
ス
マ
イ
ル

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹂
に
取
り
組

ん
で
い
る
︒
一
方
で
︑
30
年

~
３
）
を
通
じ
事
業
者
へ
の

支
援
を
行
っ
て
き
た
が
︑
運

賃
交
渉
ま
で
の
流
れ
を
み
る

と
︑
自
社
の
原
価
計
算
が
十

分
に
で
き
て
い
な
い
事
業
者

が
多
か
っ
た
︒
ま
た
︑
荷
主

企
業
と
の
交
渉
を
行
っ
て
は

い
る
も
の
の
︑
定
期
的
に
行

っ
て
い
な
い
事
業
者
も
少
な

く
な
か
っ
た
︒

　

同
事
業
に
お
け
る
︑
運
賃

交
渉
に
至
る
ま
で
の
基
本
パ

タ
ー
ン
を
挙
げ
る
と
︑
ま
ず

﹁
①
燃
料
単
価
や
︑
人
件
費

（
地
域
別
最
低
賃
金
）︑
車

両
価
格
の
推
移
な
ど
︑
主
要

コ
ス
ト
の
ト
レ
ン
ド
を
準
備

し
︑
定
期
的
に
更
新
し
て
い

く
﹂必
要
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑

運
送
を
持
続
可
能
な
も
の
と

す
る
た
め
に
本
来
あ
る
べ
き

運
賃
水
準
と
し
て
︑﹁
②
標

準
的
運
賃
﹂を
基
本
と
す
る
︒

そ
の
上
で
︑﹁
③
自
社
の
求

め
る
運
賃
︑
最
低
ラ
イ
ン
の

運
賃
﹂
を
算
出
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
︒
交
渉
に
お
い
て

は
︑
ま
ず
②
の
標
準
的
運
賃

を
提
示
し
た
上
で
︑
③
の
最

低
ラ
イ
ン
の
運
賃
の
考
え
方

と
し
て
﹁
現
状
の
赤
字
を
黒

字
に
す
る
水
準
﹂
の
運
賃
︑

ま
た
﹁
主
要
コ
ス
ト
の
上
昇

率
を
カ
バ
ー
す
る
水
準
﹂
の

運
賃
︑
さ
ら
に
は
﹁
ド
ラ
イ

バ
ー
の
確
保
・
定
着
︑
人
件

費
ア
ッ
プ
を
可
能
に
す
る
水

準
﹂
の
運
賃
︱
︱
な
ど
を
算

出
し
て
お
き
︑
交
渉
の
際
に

取
引
先
に
提
示
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
︒

　

交
渉
提
示
資
料
の
構
成
の

一
例
を
挙
げ
る
と
︑
タ
イ
ト

ル
と
し
て
﹁
運
送
の
現
状
に

関
す
る
ご
相
談
﹂
と
掲
げ
た

上
で
︑﹁
⓪
は
じ
め
に
（
適

正
運
賃
収
受
と
い
う
国
の
政

策
を
推
進
す
る
立
場
で
あ
る

全
ト
協
指
定
の
中
小
企
業
診

断
士
に
よ
る
︑
同
社
の
経
営

診
断
の
結
果
を
踏
ま
え
交
渉

に
臨
ん
で
い
る
こ
と
を
示

す
）﹂︑﹁
①
運
送
業
界
を
取

り
巻
く
現
状
（
燃
料
費
の
動

向
︑
最
低
賃
金
の
動
向
︑
新

車
の
価
格
推
移
な
ど
）﹂︑﹁
②

今
後
の
課
題
（
人
件
費
の
見

直
し
︹
ド
ラ
イ
バ
ー
の
確
保

・
定
着
︺︑車
両
の
更
新
他
）﹂

︱
︱
を
記
し
た
上
で
︑﹁
③

現
行
運
賃
（
分
析
結
果
の
要

点
︑
厳
し
い
現
状
）﹂︑﹁
④

原
価
計
算
に
よ
る
試
算
と
希

望
運
賃
（
標
準
的
運
賃
と
現

行
運
賃
の
分
析
結
果
を
踏
ま

え
た
改
定
運
賃
）﹂
︱
︱
を

提
示
し
︑
最
後
に
﹁
⑤
お
わ

り
に
（
荷
主
・
元
請
な
ど
へ

の
検
討
の
お
願
い
）﹂
︱
︱

を
記
し
て
い
る
︒

　

運
賃
交
渉
を
成
功
さ
せ
る

た
め
に
は
︑
ま
ず
対
話
を
通

じ
て
相
手
を
理
解
す
る
こ

と
︑
そ
し
て
交
渉
資
料
な
ど

を
基
に
︑
業
界
と
自
社
の
現

状
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と

が
大
切
で
あ
る
︒

　

図
で
は
︑
運
賃
交
渉
を
行

う
際
に
留
意
す
べ
き
ポ
イ
ン

ト
を
ま
と
め
て
い
る
︒

か
ら
は
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
チ

ャ
ン
ネ
ル
﹁
ラ
イ
フ
バ
ン
ク
チ

ャ
ン
ネ
ル
﹂（
令
和
３
年
に﹁
ト

ラ
ッ
ク
ボ
ー
イ
ズ
﹂
へ
名
称

変
更
︒
二
次

元
コ
ー
ド
）

を
立
ち
上

げ
︑
多
彩
な

動
画
を
通
じ
て
求
職
者
等
に

同
社
の
雰
囲
気
を
伝
え
て
い

る
︒

　

古
瀬
社
長
は
︑﹁
こ
れ
か

ら
の
運
送
事
業
者
の
採
用
の

あ
り
方
と
し
て
︑
会
社
自
体

の
面
白
み
（
企
業
コ
ン
テ
ン

ツ
力
）と
体
験（
イ
ン
タ
ー
ン
）

が
カ
ギ
に
な
る
﹂と
語
っ
た
︒

ま
た
︑﹁
会
社
自
体
の
面
白

み
を
発
信
す
る
た
め
に
︑
動

画
を
作
成
し
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ

ｅ
な
ど
で
公
開
す
る
こ
と
は
︑

と
て
も
効
果
的
だ
﹂と
語
っ
た
︒

賃
を
収
受
で
き
る
よ
う
に
な

る
ま
で
︑と
も
に
頑
張
ろ
う
﹄

と
の
強
い
思
い
も
込
め
ら
れ

て
い
る
︒
本
日
ご
出
席
の
皆

様
に
も
︑
ぜ
ひ
実
運
送
を
大

事
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
﹂

と
述
べ
た
︒

　

交
流
会
で
は
︑
多
く
の
参

加
者
同
士
が
積
極
的
に
情
報

交
換
を
行
う
な
ど
︑
物
流
経

営
士
と
し
て
の
絆
を
よ
り
一

層
深
め
る
こ
と
の
で
き
る
絶

好
の
機
会
と
な
っ
た
︒

　

将
来
に
わ
た
っ
て
生
き
残

っ
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
運
送

会
社
に
し
て
い
く
た
め
に
は
︑

原
価
計
算
を
踏
ま
え
た
上
で

の
運
賃
交
渉
を
契
機
に
︑
経

営
体
質
を
強
化
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
︒そ
の
た
め
に
は
︑

ま
ず
経
営
者
と
し
て
の
志
を

明
ら
か
に
し
た
上
で
︑
従
業

員
と
積
極
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
取
り
︑
信
頼
関

係
を
築
い
て
い
く
︒
そ
れ
を

通
じ
て
︑
従
業
員
全
員
が
理

解
し
て
語
る
こ
と
の
で
き
る

﹁
共
通
言
語
﹂
を
作
っ
て
い

く
こ
と
で
︑
初
め
て
有
効
に

社
内
教
育
を
進
め
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
︒
双
方

向
で
の
意
思
疎
通
を
積
み
重

ね
て
い
く
こ
と
で
︑
経
営
者

と
同
じ
考
え
を
も
つ
こ
と
の

で
き
る
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
が

可
能
で
あ
る
︒

　

そ
の
リ
ー
ダ
ー
達
に
よ
る

原
価
計
算
を
踏
ま
え
た
上
で

の
運
賃
交
渉
を
通
じ
て
︑
自

社
の
経
営
に
お
け
る
現
在
の

立
ち
位
置
を
正
し
く
知
っ
た

上
で
経
営
計
画
を
策
定
し
︑

経
営
計
画
に
基
づ
い
た
経
営

を
推
進
し
て
い
く
こ
と
で
︑

将
来
へ
の
飛
躍
が
実
現
で
き

る
の
で
あ
る
︒

図　運賃交渉を行う際に留意すべきポイント
①データで実態を示す

1. 記録を残す
2. 待機時間のデータ
3.コストアップの具体的な数字
4. 運行記録の可視化

②改善提案をセットで
1. 効率化できる部分の提案
2. 荷主にもメリットのある方策の提示
3. 具体的な解決策の提示

③段階的なアプローチ
1. いきなり大幅な見直しを求めない
2. 優先順位をつけて交渉
3. 毎年、半期ごとに交渉
4. 荷主の状況も考慮した提案

④信頼関係の維持
1. 日頃からのコミュニケーション
2. 問題点の共有
3.ともに解決する姿勢の表明

物
流
経
営
士
63
人
が
全
国
か
ら
集
結

研
修
を
受
講
し
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
図
る

運
賃
交
渉
を
通
じ
て
自
社
の
立
ち
位
置
を
把
握

経
営
計
画
に
基
づ
く
事
業
運
営
で
飛
躍
を
目
指
す

運
賃
交
渉
成
功
の
秘
訣
は

「
業
界
と
自
社
の
現
状
を
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
」

古
瀬
氏
が
「
情
報
発
信
と
採
用
手
法
」
に
関
す
る

取
り
組
み
を
発
表

物
流
経
営
士
と
し
て
の
絆
を
強
化

大
勢
の
参
加
者
で
賑
わ
っ
た
「
交
流
会
」

第5期から第32期までの
修了生63人が一堂に会
し、トラック運送業界が
直面する喫緊の課題への
対応策等について理解を
深めた研修会

運
賃
交
渉
の
ポ
イ
ン
ト
と

運
賃
交
渉
の
ポ
イ
ン
ト
と

運
送
事
業
者
に
求
め
ら
れ
る
対
応
に
つ
い
て

運
送
事
業
者
に
求
め
ら
れ
る
対
応
に
つ
い
て

㈱
創
造
経
営
セ
ン
タ
ー　

取
締
役　

高
橋　

朋
秀
（
中
小
企
業
診
断
士
）

講演（要旨）

高橋　朋秀氏

青木　均
愛知県ト協副会長

古瀬　友幸
LifeBank㈱代表取締役

令和６年度「物流経営士研修会」を開催令和６年度「物流経営士研修会」を開催愛知県ト協

全　ト　協

適
正
運
賃
・
料
金
収
受
に
向
け
た

適
正
運
賃
・
料
金
収
受
に
向
け
た

ポ
イ
ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る

ポ
イ
ン
ト
な
ど
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る

　

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
（
坂
本
克
己
会

長
）
と
愛
知
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会
（
寺
岡
洋

一
会
長
）
は
２
月
28
日
、
愛
知
県
名
古
屋

市
の
名
鉄
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で
、
愛
知
県

ト
協
中
部
ト
ラ
ッ
ク
総
合
研
修
セ
ン
タ
ー

「
物
流
大
学
校
講
座
」
修
了
生
を
対
象

と
し
た
令
和
６
年
度
「
物
流
経
営
士
研

修
会
」
を
開
催
し
た
。

　

今
回
の
研
修
会
で
は
、
㈱
創
造
経
営

セ
ン
タ
ー
取
締
役
の
高
橋
朋
秀
氏
（
中
小

企
業
診
断
士
）
に
よ
る
講
演
（
テ
ー
マ

：
運
賃
交
渉
の
ポ
イ
ン
ト
と
運
送
事
業

者
に
求
め
ら
れ
る
対
応
に
つ
い
て
）
が
行

わ
れ
、
そ
の
後
、
物
流
経
営
士
に
よ
る

取
組
発
表
と
し
て
、
Ｌ
ｉ
ｆ
ｅ
Ｂ
ａ
ｎ

ｋ
㈱
（
愛
知
県
大
治
町
）
の
古
瀬
友
幸

代
表
取
締
役
（
第
29
期
）
が
自
社
の
取

り
組
み
等
を
発
表
。
第
５
期
か
ら
第
32

期
ま
で
の
修
了
生
63
人
が
、
適
正
運
賃

・
料
金
収
受
の
必
要
性
な
ど
、
ト
ラ
ッ
ク

運
送
業
界
が
直
面
す
る
喫
緊
の
課
題
へ
の

対
応
策
等
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
。



追突・交差点事故ゼロを目指して追突・交差点事故ゼロを目指して

飲酒運転の根絶を目指して飲酒運転の根絶を目指して

出典：（公財）交通事故総合分析センター ※「死傷事故件数」および「死亡・重傷事故件数」は事業用貨物自動車を第１当事者とするもの（軽自動車を除く）

強強割割 は追突、は追突、

割近く割近く

左折時の9割近くは　　　　　左折時の9割近くは　　　　　
■交差点における死亡・重傷事故の状況■交差点における死亡・重傷事故の状況

66
77

　「トラック事業における総合安全プラン２０２５」では令和７年度までの目標を設定し、「飲酒運転の根
絶」「追突事故の防止」「交差点事故の防止」を最重点推進項目として、トラック運送業界全体で安全運
行の確保に積極的に取り組んでいます。
　また、トラック運送業界における全国統一した交通事故防止活動のさらなる気運の醸成を図るため、
４月10日㈭を「事業用トラックの交通事故ゼロを目指す日」として取り組みます。

死傷事故の高速道路高速道路での

令和7（2025）年の目標値 ：
死者数と重傷者数の合計970人以下／飲酒運転ゼロ　　　　

うち

対歩行者対自転車

～ 依然として後を絶たない飲酒運転事故 ～～ 依然として後を絶たない飲酒運転事故 ～
11

22

春の全国交通安全運動

、右折時では8割近くが

2010 2011 2012

死者数＋重傷者数

出典：警察庁「交通事故統計」および（公財）交通事故総合分析センター「交通統計」

飲酒運転人身事故件数
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プラン 2025
スタート

プラン 2025
目標

1,8041,804

1,7301,730 1,6771,677

1,5121,512

プラン 2020
スタート

970970

死者数＋重傷者数（人）

飲酒運転人身事故件数（件）

1,4291,429

22 23

6
14

1,0241,024
1,1391,139 1,1371,137

急
増

28

４月６日    ～１５日日 火 まで令和７年令和７年

は駐・停車中の車両への追突

■高速道路における死傷事故件数の状況

※

※直進には発進、追越・追抜、
　進路変更、その他を含む

大   型：25件　　　
中   型：   7 件
準中型：15件
普　通：   4 件

51

大   型：  6 件
中   型：  2 件
準中型：  1 件
普   通：  0 件

60件
  11 件
  5 件

9 76
大   型：33件
中   型：14件
準中型： 11件
普   通：   3 件

8件
4件
5件
1件

1861

大   型： 10件
中   型： 11件
準中型：   7 件
普　通：   5 件

33
歩行者

歩行者

自転車

自転車自転車 歩行者

件

件 件 件

件

件

  0 件

左折時衝突
0.1％

「追突」のうち「追突」のうち
高速道路での高速道路での

がが

67.3%67.3%
車両への追突車両への追突

駐・停車中の駐・停車中の

追越・追抜時
衝突
6.8％

後退時衝突
2.2％

人対車両 1.3％人対車両 1.3％

人対車両(その他)
 　　　　　　1.3％

 3.4車両単独 %

車両相互
（その他）
 6.９％ 

追 突
 62.1％
追 突
 62.1％

進路変更時衝突
17.3％

車両相互 95.4％

高速道路死傷事故件数
1,100件
（令和5年）

高速道路死傷事故件数
1,100件
（令和5年）

死亡・重傷
事故件数
1,062 件
（令和 5 年）

449件
42%

その他

223件
21%追突 交差点一その他

142件
13%

145件
14%

103件
 10%

交差点一対自転車

交差点一対歩行者

車両単独 3.4％車両単独 3.4％
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年齢別
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４月10日は事業用トラックの
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